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食をめぐる消費者問題は繰り返し発生しており、
2013年度もレストラン等の食品表示等が問題化

社会環境や家族構成、ライフスタイル等の変化に伴い、消費者の「食」に

対する関心は多様化していますし、安全・安心な「食」を求める消費者の意

識も高まっています。

これまでも食に関する消費者問題はたびたび発生してきました。

第１部 消費者行動・意識と消費者問題の現状
第１章 食をめぐる消費者問題

～食への信頼の回復と安心の確保に向けて～

第１節 食品表示の適正化①

特集１

2

2000年６月 雪印乳業㈱食中毒事故発生

2001年９月 国内でＢＳＥ感染牛を確認

2006年10月 ㈱不二家の賞味期限切れ原料使用問題

2007年10月 ㈱赤福による賞味期限偽装問題

2007年11月 ミートホープ事件等の食品偽装表示事件の発覚

2008年１月 中国冷凍ギョウザ事件

2008年９月 事故米穀の不正規流通問題の発覚

2009年６月 ペッパーランチによる成形肉の食中毒事件

2011年３月～ 原発事故発生により食品の放射性物質汚染に対する不安が広がる

2011年４月 生食用牛肉で集団食中毒発生

2013年６月 ㈱オリエンタルランド、㈱プリンスホテルのメニュー偽装公表

2013年10月～ ㈱阪急阪神ホテルズ、㈱阪神ホテルシステムズ、近畿日本鉄道㈱等の食品表示等
問題

2013年12月 ㈱アクリフーズの冷凍食品農薬混入事案

2009年９月

消費者庁
及び消費
者委員会
の設置

食品安全に関する事案

食品偽装に関する事案

（図表1-1-2） 2000年以降の食品をめぐる主な消費者問題

に関する消費生活相談件数は増加傾向に
あり、2013年度は2010年度の約２倍と
なっています （図表1-1-1）。
　これまでも食に関する消費者問題はた
びたび発生してきましたが （図表1-1-
２）、2013年度においても、食の安全・安
心を脅かすような事案が続けて発生して
います。
　2013年度には、大手ホテルチェーンや
レストラン、百貨店等において、メニュー
表示と異なる食材が使われていた事例が
次々と明らかになりました。また、工場
従業員により冷凍食品へ意図的に農薬が
混入される事案も発生し、大規模な製品
回収が実施されました。これらの事案に
より、消費者の「食」に対する信頼は大
きく揺らぐこととなりました。
　また、2011年３月の東日本大震災に伴
う東京電力福島第一原子力発電所の事故
は、放射性物質による食品の汚染を引き
起こし、消費者に食品と放射性物質に関

する不安をもたらしました。最近では、
生産者等の懸命の取組により、食品中の
放射性物質は大きく低減してきており、
放射性物質の検査を経て安全を確認した
食品が流通する仕組みも整えられていま
す。
　こうした取組により、被災地産の食品
に対する風評は減少傾向にあるものの、
現在も残っていると考えられます。
　このほか、豊かな食生活の裏側で、家
庭から多くの食品廃棄物が発生していま
す。この中には、まだ食べられるのに捨
てられる食品、いわゆる「食品ロス」が
含まれており、日本で１年間に発生する
食品ロスの量は、米の国内生産量に匹敵
すると試算されています。
　上記のような背景の下、今回の消費者
白書では、特集１として「食をめぐる消
費者問題」を取り上げ、食品をめぐる最
近の話題を中心に紹介しています。

図表1-1-２ ２000年以降の食品をめぐる主な消費者問題

食品安全に関する事案
食品偽装に関する事案

2000年 ６ 月 雪印乳業（株）食中毒事故発生
2001年 ９ 月 国内でBSE感染牛を確認
200６年10月 （株）不二家の賞味期限切れ原料使用問題
2007年10月 （株）赤福による賞味期限偽装問題
2007年11月 ミートホープ事件等の食品偽造表示事件の発覚
2008年 1 月 中国冷凍ギョウザ事件
2008年 ９ 月 事故米穀の不正規流通問題の発覚
200９年 ６ 月 ペッパーランチによる成形肉の食中毒事件
2011年 3 月～ 原発事故発生により食品の放射性物質汚染に対する不安が広がる
2011年 4 月 生食用牛肉で集団食中毒発生
2013年 ６ 月 オリエンタルランド、（株）プリンスホテルのメニュー偽装公表
2013年10月～（株）阪急阪神ホテルズ、（株）阪神ホテルシステムズ、近畿日本鉄道（株）等の食品表示等問題
2013年12月 （株）アクリフーズの冷凍食品農薬混入事案

200９年 ９ 月
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ホテル・レストラン等でメニュー表記と異なる
食材を使用していたことが次々と発覚した

2013年、大手ホテル、百貨店、レストランなどにおいて、メニュー表記と異

なる食材を使用していたことが次々と発覚しました。

関係府省庁が連携し、「再発防止策の要求」、「監視指導態勢の強化（景

品表示法等改正等法の制定）」、「事業者の予見可能性の向上（「メニュー・

料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」の公表）」等の

措置を講じました。

第１節 食品表示の適正化②

3

(図表1-1-3)食品表示等問題のこれまでの経緯

　食品包装や外食メニューにおける表示
と異なる食材を使用した問題は、近年で
は2007年の食肉偽装事件1等がありまし
たが、2013年には多数の事案が明らかに
なり、いわゆる「食品偽装」や「食品表
示等問題」等として社会問題化しました
（図表１-１-３）。
　2013年は、まず、５月から６月にかけ
て一部ホテルにおいて、メニュー表記と
異なる食材を使用し提供していたことが

判明しました。
　さらに、同年10月22日、株式会社阪急
阪神ホテルズは、独自に行った社内調査
に基づき、グループ内の複数のホテルに
おいてメニュー表記と異なる食材を提供
していたことを発表しました。同社の場
合、例えば、メニュー表記には「芝海老
とイカの炒め物」として「シバエビ」を
使用しているかのように表示していた料
理は実際には安価で取引されている「バ
ナメイエビ」を使用し、またメニュー表
記に「若鶏の照り焼き九条ねぎのロティ
と共に」として「九条ねぎ」を使用して
いるかのように表示していた料理では、
実際には安価で取引されている「青ネギ」
又は「白ネギ」を使用する等していまし

（ １）食品表示等問題

実際の食材と異なった
食品表示等問題

食品表示の適正化第 １節

図表１-１-３ 食品表示問題のこれまでの経緯

2013年10月22日 ㈱阪急阪神ホテルズがメニュー表示と異なった食材を使用して料理を提供していたことを発表
その後、㈱阪神ホテルシステムズ（10/25）、近畿日本鉄道㈱（10/31）等でも相次いで発表

2013年11月 ６ 日 消費者庁がホテルのメニュー表示に係る関係団体へ「景品表示法の考え方及び事例集」の周
知等を要請

2013年11月 ８ 日 消費者担当大臣が旅館・ホテル関係団体及び日本百貨店協会に対し再発防止策を要求

2013年11月11日
第 1回「食品表示等問題関係府省庁等会議」を開催
関係府省庁による今後の対処方針（景品表示法の考え方及び事例集の周知の徹底、食品表示
の偽装・誤表示の状況の把握等）を決定

2013年11月1８日 消費者庁ウェブサイト内に食品表示等問題に関しての専用ページを開設
2013年11月22日 消費者庁が「消費者行政の体制強化に関する法制検討室」を立ち上げ

2013年12月 ９ 日
第 2回「食品表示等問題関係府省庁等会議」を開催
今後の対策として「食品表示等の適正化について」を決定（個別事案に対する厳正な措置、
関係業界における表示適性化とルール遵守の徹底、景品表示法の改正等に係る早急な検討等）

2013年12月 ９ 日 内閣総理大臣が消費者委員会に対し、景品表示法への課徴金制度の導入等の違反行為に対す
る措置の在り方について諮問

2014年 2 月2６日 農林水産省の食品表示Ｇメン等の消費者庁併任発令
2014年 3 月11日 「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案」の国会提出

2014年 3 月2８日 消費者庁が「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」を公表、
食品表示Ｇメン等による巡回開始

2014年 ６ 月 ６ 日 「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律」が成立

１�）ミートホープ株式会社が主に豚肉を使った挽き肉を「牛ミンチ」として販売したこと等が明らかになった事案。
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食品表示等問題については再発防止を求める声が大きい

食品表示等問題への消費者の感想としては、「食品偽装は問題だが、事

業者を処分することよりも今後の再発防止が重要である」との回答が40.7％

と最も多くなっています。

第１節 食品表示の適正化③

4

(図表１-１-6)今後の再発防止が重要と回答した人は40.7％

40.7% 

22.6% 

12.3% 

11.0% 

7.3% 
6.1%  食品偽装は問題だが、事業者を処分することよりも今後の再発防止が重要である

問題を起こした事業者に対しては厳しい処分をしてほしい

食材の種類、産地などを表示するよう義務付けてほしい

どこでもやっていることであり、正直に公表した事業者だけを批判するのはおかしい

特に健康被害があったわけではないのに、ここまで騒ぐのはおかしい

特に関心がない

（備考） １．消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2013年度）

２．「食品表示問題への感想として、あなたの気持ちに最も近いものを１つ選んでください。」との問に対する回答。

(図表１-１-4)食品表示等問題に関する相談は10-11月に急増
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（備考） PIO‐NETに登録された「食品表示等問題」に関する消費生活相談情報（2014年4月30日までの登録分）。

た。
　株式会社阪神ホテルシステムズは、同
社が運営するホテルにおいて、例えば、
メニュー表記は「車海老のチリソース煮」
としていたところを実際には「ブラック
タイガー」を使用する等していました。
近畿日本鉄道株式会社は、同社が運営す
るホテル等において、例えば、メニュー
表記は「牛ロース肉のステーキ」として
いたところを実際には「牛脂その他の添
加物を注入した加工食肉製品」を使用し
提供していました。
　これら３社の発表以降、全国各地のホ
テル、百貨店、レストラン等でもメニュー
の表記と実際に提供していた食材が異
なっていたことが発覚しました。
　これら一連の問題は、景品表示法が禁
止する優良誤認の表示（商品又はサービ
スの品質、規格その他の内容について、
一般消費者に対し、実際のもの又は競争
事業者のものよりも著しく優良であると
誤認させる表示）に当たるものとして問

題となり得るものでした。

　2013年10月22日の株式会社阪急阪神ホ
テルズの発表以降、全国各地で続いたホ
テルや百貨店、レストランでのメニュー
表記の問題を受け、これらに関連する全
国の消費生活センター等に寄せられる消
費生活相談も急増しました。
　2013年度の月別件数の推移を見ると、
一連の問題以前は月に平均20件前後の相
談が寄せられていましたが、10月22日を
機に10月は101件、11月は318件と急増し、
12月に入ると71件、１月には56件と減少
していきました （図表１-１-４）。
　急激に相談が寄せられた10月22日以降
の10、11月の相談について見ると、性別で
は男性が約６割を占めており、年代では60
歳代、70歳代を中心に、40歳代以上が多
かったことが特徴として挙げられます。

食品表示等問題に対する
消費生活相談の動き

図表１-１-４ 食品表示等問題に関する相談は１0-１１月に急増

（備考）　PIO-NETに登録された2013年度の「食品表示等問題」に関する消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
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　2013年12月９日の第２回食品表示等問
題関係府省庁等会議において取りまとめ
られた「食品表示等の適正化について」
（対策パッケージ）において、景品表示
法の不当表示事案に対する課徴金等の新
たな措置について、総合的な観点から検
討を行うこととされました。
　これを受けて、同日、内閣総理大臣（消
費者庁）より消費者委員会に対し、景品
表示法上の不当表示規制の実効性を確保
するための課徴金制度の導入等の違反行
為に対する措置の在り方について諮問を
行いました。
　現在は、消費者委員会の本会議と「景
品表示法における不当表示に係る課徴金
制度等に関する専門調査会」の合同会議
において検討が行われています。

　消費者庁が2014年３月に実施した「消
費生活に関する意識調査」によると、「食
品表示問題への感想」として、「食品表
示は問題だが、事業者を処分することよ
りも今後の再発防止が重要である」と回
答した人が40.7％と最も多く、次いで「問
題を起こした事業者に対しては厳しい処
分をしてほしい」と回答した人が22.6％
でした （図表１-１-6）。
　また、「食品表示問題に関して、偽装
や誤表示が報道で明らかになったレスト
ラン等で、問題となった食材を含む料理
を過去に食べた経験がありますか」と聞
いたところ、「ある」と回答した人は
6.0％、「はっきり覚えていないがあると
思う」と回答した人は24.3％、「はっき
り覚えていないがないと思う」と回答し
た人は34.2％、「ない」と回答した人は
35.4％でした （図表１-１-7）。

景品表示法への
課徴金制度の導入等の検討 一連の問題に対する消費者の意識

図表１-１-6 食品表示問題について「今後の再発防止が重要」と回答した人は４0.7％

食品偽装は問題だが、事業者
を処分することよりも今後の
再発防止が重要である

40.7％

問題を起こした事業者に対し
ては厳しい処分をしてほしい

22.6％

どこでもやっていることであ
り、正直に公表した事業者だ
けを批判するのはおかしい

11.0％

特に健康被害があったわけで
はないのに、ここまで騒ぐの
はおかしい

7.3％

食材の種類、産地などを表示
するよう義務付けてほしい

12.3％

特に関心がない
6.1％

（N＝3,000）

（備考）　 1．消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）。
　　　　 2．�「食品表示問題への感想として、あなたの気持ちに最も近いものを 1つ選んでください。」との問に対す

る回答。

10
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食品表示法が成立し、分かりやすい食品表示へ

食品表示に関する制度は、食品衛生法、ＪＡＳ法、健康増進法の三法律に

分かれて規定され、消費者・事業者双方に分かりにくいものとなっていまし

たが、これらの法律の食品表示に関する規定を統合し、食品表示について

包括的かつ一元的な制度を創設するための「食品表示法」が2013年６月に

成立しました。本法は、2015年６月までに施行される予定です。

第１節 食品表示の適正化④

5

（図表1‐1‐8）食品表示に関する制度

①食品表示の一元化

　食品表示は消費者が食品を購入すると
き、食品を適切に選択したり、安全に食
べたりするため、食品の内容を正しく理
解する上で重要な情報源です。また、
万一、事故等が発生した場合には、その
製品回収や原因究明等の措置を迅速かつ
的確に行うための手掛かりとなります。
　これまで、食品一般について、その内容
に関する情報の表示ルールを定めた法律
として、食品衛生法、JAS法、健康増進
法の三法があり、三法それぞれに基づき複
数の表示基準が定められ、用語の定義が
異なる等、分かりにくいものとなっていま
した。

　その結果、消費者にとって分かりにく
い制度となっていたばかりか、事業者に
とっても、同じ一つの食品に複数の法律
が定める基準に従って表示を行わなけれ
ばならない状況が生じていました。

　2009年の消費者庁発足に伴い、三法に
基づく表示規制に係る事務を消費者庁が
一元的に所管することとなり、2010年３
月に閣議決定された消費者基本計画にお
いて、食品表示に関する一元的な法律の
策定が盛り込まれました。これに基づい
て、2011年９月から2012年８月にかけて
消費者庁において「食品表示一元化検討
会」を開催しました。その報告に基づい
て、三法の食品の表示に関する規定を統
合して、食品の表示に関する包括的かつ
一元的な制度を創設する「食品表示法案」
を国会に提出し、同法案は、2013年６月

（ ２）食品表示に関する制度の見直し

これまでの食品表示の
概要、問題点 食品表示法の制定

図表１-１-8 食品表示に関する制度

（現行法令に基づく表示例）

※栄養表示は任意

※「39」は製造所固有記号

食品衛生法に基づく表示事項
JAS法に基づく表示事項
食品衛生法、JAS法の両法に基づく表示事項
健康増進法に基づく表示事項

食品衛生法 JAS法 健康増進法

JAS法 食品衛生法
食品安全の確保

添加物

アレルギー

原材料名

内容量

原産地

品質

保存方法
遺伝子組換え
製造者名等

賞味・消費期限

名称

健康増進法
（栄養表示）

等 等

等

【目的】
○栄養の改善その他の国民

の健康の増進を図る

○栄養表示基準の策定及び
当該基準の遵守

（第31条、第31条の２）
等

【目的】
○農林物資の品質の改善
○品質に関する適正な表示

により消費者の選択に資
する

○製造業者が守るべき表示
基準の策定

（第19条の13）
○品質に関する表示の基準

の遵守
（第19条の13の２）    等

○販売の用に供する食品等
に関する表示についての
基準の策定及び当該基準
の遵守（第19条）

等

○食品、添加物、容器包装
等の規格基準の策定

○規格基準に適合しない食
品等の販売禁止

○都道府県知事による営業
　の許可　　　　　　　等

○日本農林規格の制定
○日本農林規格による格付

等

○基本方針の策定
○国民健康・栄養調査の実

施
○受動喫煙の防止
○特別用途食品に係る許可

等

【目的】
○飲食に起因する衛生上の

危害発生を防止

表
示
関
係
（
表
示
関
係
以
外
）

第
１
節

第
１
章

第
１
部

　消費
者
行
動
・
意
識
と
消
費
者
問
題
の
現
状

食
品
表
示
の
適
正
化
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冷凍食品に意図的に農薬が混入された疑いのある事案が発生

工場従業員が冷凍食品に農薬を意図的に混入した疑いのある事案が、

2013年12月に発覚しました。

事業者において全商品の自主回収を行うとともに、関係府省庁が連携し、

消費者に対する注意喚起、小売・卸売業者への協力要請等の取組を実施

しました。

第２節 食の安全・安心の確保①

6

2013年11月13日 ㈱アクリフーズへ、消費者から異臭の申出（石油・機械油のような臭い）

2013年12月29日 ㈱アクリフーズが群馬県保健所等に報告、自主回収を発表
親会社であるマルハニチロ（株）によると2014年3月31日時点で約536万パックを回収

2013年12月30日 消費者庁による、「食べずに返却」を呼び掛ける注意喚起（第１報）

2014年１月５日 消費者庁による、市販品リスト公表、「消費者ホットライン」を周知

2014年１月８日 ㈱アクリフーズ幹部が消費者担当大臣に対し、自主回収発表までの経緯等を報告

2014年１月14日 消費者安全情報総括官会議の開催（関係府省庁の情報共有）

2014年１月25日 ㈱アクリフーズ群馬工場の契約社員を容疑者として逮捕

2014年３月14日 消費者安全情報総括官会議の開催（関係府省庁の情報共有）

2014年４月30日 ㈱アクリフーズ｢農薬混入事件に関する第三者検証委員会」中間報告公表

（図表1-2-4) ㈱アクリフーズ農薬混入事案の主な経緯

(図表1-2-1)消費生活センター等への「アクリフーズ」の「冷凍調理食品」に関する相談は、㈱アクリフーズコールセンターの改善とともに減少

0

500

1000

1500

2000

2500

0

50

100

150

200

250

1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日

220回線に増設

110回線

に増設

当初は

50回線未満
行政への

相談件数減少

（備考） １．PIO‐NETに登録された2014年１‐２月の「アクリフーズ」の「冷凍調理食品」に関する消費生活相談情報（2014年4月30日までの登録分）。
２．コールセンター回線数は、㈱アクリフーズ｢農薬混入事件に関する第三者検証委員会」中間報告より。

図的な毒物等の混入の未然防止等に関す
る検討会」を開催しました。

　2013年12月29日、㈱アクリフーズは、
「群馬工場で生産している全商品の自主
回収」を発表し、図表入りの詳細説明と
して、具体的には商品の裏面に、製造者
「株式会社アクリフーズ�群馬工場」と
記載されている全商品と説明していまし
た。このため、製造者欄に「アクリフー
ズ群馬工場」という記載のない一部のプ
ライベートブランド商品についての消費
者への周知が不十分となってしまいまし
た。これを受け、消費者庁は、2014年１
月４日、プライベートブランド商品を含
む、パッケージ画像入りの回収商品一覧
を公表しました。
　プライベートブランド商品の場合で
あっても、商品回収の際は、通常、「商
品名」、「JANコード9」、｢賞味期限｣ 等
の情報をセットでいち早く公表できてい
れば、混乱はなかったものと考えられま
すが、今回の事案では、「㈱アクリフー

ズ群馬工場」という情報が前面に出てし
まったために、販売社名のみを記載し、
製造者名の記載がなく、かつ、製造所名
を「製造所固有記号」に代えて表示をし
ていたプライベートブランド商品の表示
方法が分かりにくいとの指摘がなされま
した。
　製造所固有記号については、食品表示
法制定時の附帯決議でも指摘されている
ように、消費者への分かりやすい情報提
供を行うという観点から制度的な見直し
を求める声があります。一方で、パッケー
ジに後から記号を入れるだけで済むこと
で、複数の自社工場を持つ製造者が同一
パッケージを利用でき、また、販売者は、
効率性・経済性の側面から複数の製造者
に製造委託した場合でも同一のパッケー
ジを利用できることから、表示に掛かる
コストが削減できるメリットがあります。
　こうした状況を踏まえ、消費者委員会
食品表示部会では、食品表示法に基づく
食品表示基準の議論の中で、消費者や事
業者の方々等の意見を幅広く聴きなが
ら、製造所固有記号制度の在り方を検討
しています。

自主回収対象商品の分かりにく
さと製造所固有記号

９�）日本工業規格（JIS）に定められている、商品識別番号とバーコードの規格一つ。

図表1-2-4 ㈱アクリフーズ農薬混入事案の主な経緯

20１3年１１月１3日 ㈱アクリフーズへ、消費者から異臭の申出（石油・機械油のような臭い）

20１3年１2月29日 ㈱アクリフーズが群馬県保健所等に報告、自主回収を発表
親会社であるマルハニチロ㈱によると20１4年3月3１日時点で約536万パックを回収。

20１3年１2月30日 消費者庁による、「食べずに返却」を呼び掛ける注意喚起（第 １報）
20１4年 １ 月 5 日 消費者庁による、市販品リスト公表、「消費者ホットライン」を周知
20１4年 １ 月 ８ 日 ㈱アクリフーズ幹部が消費者担当大臣に対し、自主回収発表までの経緯等を報告
20１4年 １ 月１4日 消費者安全情報総括官会議の開催（関係省庁の情報共有）
20１4年 １ 月25日 ㈱アクリフーズ群馬工場の契約社員を容疑者として逮捕
20１4年 3 月１4日 消費者安全情報総括官会議の開催（関係省庁の情報共有）
20１4年 4 月30日 ㈱アクリフーズ「農薬混入事件に関する第三者検証委員会」中間報告公表
20１4年 5 月29日 ㈱アクリフーズ「農薬混入事件に関する第三者検証委員会」最終報告公表
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　　　　 ．コールセンター回線数は、㈱アクリフーズ「農薬混入事件に関する第三者検証委員会」中間報告より。

消費生活センター等への「アクリフーズ」の「冷凍調理食品」に関する相談は、
㈱アクリフーズコールセンターの改善とともに減少

１．PIO-NETに登録された2014年１月の「アクリフーズ」の「冷凍調理食品」に関する消費生活相談情報（2014
　　年４月30日までの登録分）。

（備考）
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食品中の放射性物質への懸念は減少傾向

2011年３月の東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う食品中の放射

性物質の問題に対し、関係府省庁では検査体制の整備、消費者への情報

提供、リスクコミュニケーション等に取り組み、風評被害の防止に努めていま

す。

食品中の放射性物質を気にする人のうち、福島県産の購入をためらう人

は2013年２月の19.4％から2014年２月の15.3％へ減少しています。

第２節 食の安全・安心の確保②

7

(図表1-2-6)福島産など東日本産の購入をためらう人は減少傾向
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（備考） １．消費者庁「風評被害に関する消費者意識の実態調査（第３回）」（2013年度）

２．食品の産地を「気にする」「どちらかというと気にする」と回答し、「放射性物資が含まれていない食品を買いたい」と回答した

人に対して、「食品を買うことをためらう産地を次の中から選んでください。」との問に対する回答の全体に対する割合。

　放射性物質検査結果12によると、農畜
産物に含まれる放射性セシウムの濃度水
準は年々減少しており、2013年度の農産
物については「野菜」、「果実」等を始め、

多くの品目で基準値を超過したものは検
出されませんでした。また、「水産物」、
「きのこ・山菜類」は、302件、194件が
基準値を超過しましたが、検査を実施し
たもののうち、1.5％、2.6％程度にとど
まっており、超過割合も減少しています
（図表1-2-7）。

放射性物質検査結果

12�）原子力災害対策本部が定めた「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」を踏まえ、厚生労働
省が示した「地方自治体の検査計画」に基づき、各都道府県等で実施されている。

図表1-2-6 福島産など東日本産の購入をためらう人は減少傾向

（備考）　 １．消費者庁「風評被害に関する消費者意識の実態調査（第 3回）」（20１3年度）。
　　　　 2．�食品の産地を「気にする」「どちらかといえば気にする」と回答し、「放射性質が含まれていない

食品を買いたいから」と回答した人に対して、「食品を買うことをためらう産地を次の中から選
んでください。」との問に対する回答の全体に対する割合。
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8

事業者、家庭のそれぞれの段階で、多くの食品ロスが発生
食品ロスの軽減は大きな課題

まだ食べられるのに捨てられる「食品ロス」が年間５００～８００万トン発生し

ています。これは、日本国内でのコメの生産量（約８００万トン）に匹敵します。

食品ロスについて「よく知っている、ある程度知っている」と答えた人は

64.5％で、「知らない」と答えた人と比較して食品ロスの削減に取り組んでい

ることが分かります。

第３節 食品ロスの現状と削減への取組

(図表1-3-3)食品ロス問題を知っているを答えたのは64.5％

（備考） １．消費者庁「消費者意識基本調査」（2013年度）

２．「あなたは、食品ロスという問題を知っていますか。」との問に対する回答。

11.6%

52.9%

24.4%

10.9%

0.1%

よく知っている

ある程度知っている

あまり知らない

ほとんど・全く知らない

無回答

(図表１-3-5)食品ロス問題について「知っている人」の方が削減に取り組んでいる

42.2%

44.4%

56.8%

59.4%

66.5%

0 20 40 60 80

食品を無駄にしないよう、日頃から消費

期限を把握する

小分け商品等、少量パック商品、バラ売

り等、食べきれる量を購入する

冷凍保存を活用する

残さず食べる

「賞味期限」を過ぎてもすぐに捨てるので

はなく、自分で食べられるか判断する

（備考）１．消費者庁「消費者意識基本調査」（2013年度）

２．「あなたは食品ロスを軽減するために取り組んでいることはありますか

当てはまるもの全てをお選びください。（あなた自身が取り組んでいるも

のをお答えください。（同居する家族等が取り組んでいる場合を除く。）」

との問に対する回答。

　また、同調査において、食品関連事業
者が取り組んでいる商慣習である「３分
の１ルール13」について質問したところ、
「取組内容を含めて知っている」との回
答が5.1％、「見聞きしたが取組内容は知
らない」との回答が32.9％、「知らない」
との回答が61.8％でした （図表１-３-４）。
　さらに、食品ロスを削減するために取
り組んでいることについて聞いたところ、
「『賞味期限』を過ぎてもすぐに捨てる

のではなく、自分で食べられるか判断す
る」、「残さず食べる」、「冷凍保存を活用
する」等が多く挙げられ、食品ロス問題
について「知っている」人の方が食品ロ
スを削減するために取り組んでいる割合
も高いことが分かりました （図表１-３-５）。
　以上の結果からも、消費者一人一人が
自ら食品ロスについて学び、日常生活の
中で行動に移していくことが大切です。

13�）例えば、製造日から賞味期限までの期間が６か月の場合、①食品メーカー・卸から小売店までの納入までを２か
月（納品期限）、②小売店から消費者に販売するまでを２か月（販売期限）、③消費者の購入から賞味期限までを２
か月、というように製造日から賞味期限までの期間を３分の１ずつ区切るもの。①の納品期限や②の販売期限が過
ぎた食品は、その時点で返品や廃棄されることがあり、食品ロス発生の要因の一つとも言われている。

図表１-３-３ 食品ロス問題について知っ
ていると答えたのは6４.５％

よく
知っている
11.6％

ある程度
知っている
52.9％

あまり
知らない
24.4％

ほとんど・
全く知らない
10.9％

よく
知っている
11.6％

無回答
0.1％

ある程度
知っている
52.9％

あまり
知らない
24.4％

ほとんど・
全く知らない
10.9％

（N＝6,528）

（備考）　１．消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）。
　　　　2．�「あなたは、食品ロスという問題を知ってい

ますか。」との問に対する回答。

見聞きしたが
取組内容は知
らない　　　
32.9％

知らない
61.8％

無回答
0.2％

取組内容も含めて
知っている　　　

5.1％

見聞きしたが
取組内容は知
らない　　　
32.9％

知らない
61.8％

（N＝6,528）

（備考）　１．消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）。
　　　　2．�「生産・流通段階での食品ロスを減らすため、

食品メーカー・卸・小売店が協力して、食
品ロスの要因のひとつといわれている「 3
分の １ルール」を見直す取組が始まってい
ます。あなたはこのことを知っていますか。」
との問に対する回答。

図表１-３-４ ３ 分の １ ルールを知らない
と回答したのは6１.8％

34

CW6_A5078D113_J.indd   34 2014/06/10   11:57:09

　食品ロスの約半分は家庭から発生して
いることから、実際に食品を購入して食
べている消費者を抜きにして、食品ロス
の削減は望めません。
　また、食品関連事業者における食品ロ
スの背景として、消費者が小売店に品切
れを起こさないよう求める傾向があるこ
とや、消費者の過度な鮮度や品質に対す
る意識が指摘されることもあり、消費者
が食品ロス削減に対する認識を深められ
るような普及啓発が必要です。
　このため、消費者庁では、2012年より
消費者向けの普及啓発として、「食べも

ののムダをなくそうプロジェクト」とい
うウェブサイト14を開設したほか、啓発
パンフレットの作成、啓発動画の配信等
を行っています。
　また、事業者・消費者双方の意識改革
等を進めるため、2012年７月に「食品ロ
ス削減関係省庁等連絡会議」（以下「連
絡会議」という。）を消費者庁に設置し、
関係府省庁が連携を図ることとしまし
た。関係府省庁の取組は、2013年10月以
降、「食品ロス削減国民運動（NO-
FOODLOSS-PROJECT）」という名称
で展開しています。さらに、本運動のロ
ゴマーク（ろすのん）を作成して、行政
のみならず消費者団体や企業で活用され
ています （図表１-３-6）。

消費者に対する普及啓発

14）http://www.caa.go.jp/adjustments/index_9.html

図表１-３-５ 食品ロス問題について「知っている人」の方が削減に取り組んでいる

無回答

その他

料理を作り過ぎない

食べきれなかったものを他の料理に作り変える

取り組んでいることはない

飲食店等で注文し過ぎない

日頃から冷蔵庫等の食材の種類・量を確認する

冷凍保存を活用する

残さず食べる

805010 70604020 300
（％）

食品ロス削減の取組を行っている事業者に対し
商品を購入する等の応援をする

食品を無駄にしないよう、日頃から消費期限を
把握する

小分け商品等、少量パック商品、バラ売り等、
食べきれる量を購入する

「賞味期限」を過ぎてもすぐに捨てるのではな
く、自分で食べられるか判断する

73.3
54.4

62.7
53.6

61.2
48.9
49.4

35.4
45.8

35.8
42.5

32.1
41.7

29.6
35.1

27.6
30.7

19.1
5.2

1.9
2.8

12.0
1.6
0.6

0.2

食品ロスを知っている
食品ロスを知らない

（N＝6,528）

（備考）　 １．消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）。
　　　　 2．�「あなたは食品ロスを軽減するために取り組んでいることはありますか・当てはまるもの全てをお選びください。（あなた自身が

取り組んでいるものをお答えください。（同居する家族等が取り組んでいる場合を除く。）」との問に対する回答。
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　日本は「もったいない」という言葉の
発祥地ですが、国内の食品ロスの発生状
況を見ると、非常に「もったいない」状
況が生じています。
　食品ロスの削減は、事業者任せにする
のではなく、消費者と事業者が問題意識
を共有し、それぞれが主体的に取り組む
「国民運動」として進めていくことが不

可欠です。
　また、消費者が食品ロスの削減に取り
組むことは、「消費者市民社会」（消費者
自らの消費行動が、現在及び将来にわた
る内外の社会経済情勢や地球環境に影響
を及ぼすことを消費者が自覚し、公正で
持続可能な社会の形成に参画する社会）
の実践事例ともなり得ます。
　消費者庁では、引き続き、関係府省庁
と連携しながら、食品ロス削減国民運動
を展開していくこととしています。

今後の食品ロス削減国民運動の展
開に向けて

図表１-３-７ 食品ロス削減に関する意見交換会の取りまとめ概要

普及啓発方針
年齢・性別・季節etcに応じて

食品産業
商慣習見直し進行

外食産業
「食べきり」運動

消費期限：食べきる期限
賞味期限：食べ頃の期限　等と説明

①食品ロスの認知度アップ

②期限表示の理解度アップ

③楽しくできる方策やコツを提案

④事業者を応援する雰囲気作り

世界の
食糧事情

家計との
つながり

使いきり料理
フードバンク保存・備蓄

買い物の工夫

手付かず食品

食べ残し
調理くず　等

「食品ロス削減に関する意見交換会」の取りまとめ（概要）

●地方公共団体、消費者団体、民間団体などとも連携し、官民が一体となって取り組む。
●消費者の日常生活や家計に結び付けた「分かりやすい問題提起」と「楽しく実践できる方
策の提案」を通じて、食品ロスの認知度向上と削減に向けた協力を促す。

食品由来の廃棄物
約1713万トン

家庭系
約1072万トン

事業系
約641万トン

現状等

食品ロス
推定200～
400万トン

食品ロス
推定300～
400万トン

画像や調査で
「見える化」

・事業者の取組を消費者に情報提供
・食べきり運動の事例収集・紹介

（備考）農林水産省試算（20１0年）。
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第２章 情報通信の発達と消費者問題
～ネット社会に消費者はどう向き合うか～

第１節 情報通信社会の現状①

電子商取引や情報通信産業が経済的にも
重要な位置付けとなってきている

電子商取引の市場規模は、2005年には約3.5兆円でしたが、2012年には

約9.5兆円となり、2005年に比べて2.5倍以上の水準となりました。また、ＧＤ

Ｐ（国内総生産）に占める情報通信産業の割合も増加傾向にあります。

特集２

9

【図表2-1-5】　電子商取引の市場規模は７年で２．５倍以上に

伸び率
1.9
3 .5
3 .0
2.6
3 .8
2.2
2.9
1.9
1.2
2.3
1.4
0.8
1.6
2.3

2.3
2.2
1.6

2.3

（備考） １．経済産業省「電子商取引に関する市場調査」
２．我が国のＢｔｏＣ電子商取引の市場規模。
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【図表2-1-6】　ＧＤＰに占める情報通信産業の割合は増加傾向

（備考） 総務省　「ＩＣＴの経済分析に関する調査」（2013年）より消費者庁作成
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図表２-１-５ 電子商取引の市場規模は ７年で２.５倍以上に

（備考）　 １．経済産業省「電子商取引に関する市場調査」。
　　　　 ２．我が国のBtoC電子商取引の市場規模。
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図表２-１-６ GDPに占める情報通信産業の割合は増加傾向

（備考）　総務省　「ICTの経済分析に関する調査」（２0１３年）より消費者庁作成。
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図表２-１-５ 電子商取引の市場規模は ７年で２.５倍以上に

（備考）　 １．経済産業省「電子商取引に関する市場調査」。
　　　　 ２．我が国のBtoC電子商取引の市場規模。
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図表２-１-６ GDPに占める情報通信産業の割合は増加傾向

（備考）　総務省　「ICTの経済分析に関する調査」（２0１３年）より消費者庁作成。
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第１節 情報通信社会の現状②

スマートフォンへの移行を背景として、スマートフォン等市場や
モバイルコマース市場の規模が拡大

近年、従来の携帯電話からスマートフォンへの移行が進んでおり、それと

ともに、スマートフォン等向けのモバイルコンテンツ市場の規模が急速に拡

大しています。2011年には806億円であった市場規模は、2012年には3,717

億円となり、１年間で約4.6倍の大きさに拡大しています。

10

【図表2-1-10】　スマートフォン等向けのモバイルコンテンツ市場規模は、１年で４．６倍に

（備考） １．総務省「モバイルコンテンツの産業構造実態に関する調査結果（2012年）」より消費者庁作成。
２．ゲーム・ソーシャルゲーム等市場とは、オンラインゲーム、SNS等での課金コンテンツを指し、アバター、アイテム等購入可能な道具類を含む。
３．動画・映像配信市場とは、スマートフォン等で利用可能な動画、映像配信コンテンツを指す。
４．音楽コンテンツ市場とは、スマートフォン等で利用可能な配信された音楽コンテンツを指す。
５．上記３及び４は2012年から新規追加された項目であり、2011年は「その他」に含まれる。

481 
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325 
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262 
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3,717 
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2,000
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4,000

2011 2012

音楽コンテンツ市場 動画・映像配信市場 その他 ゲーム・ソーシャルゲーム等市場

（億円）

（年）

【図表2-1-9】　スマートフォンへの移行を背景として、スマートフォン等市場やモバイルコマース市場規模が拡大

（備考） １．総務省「モバイルコンテンツの産業構造実態に関する調査結果（2012年）」より消費者庁作成
２．上記調査において、モバイルコンテンツ市場とは、モバイルインターネット上で展開されるビジネスに係るデジタルコンテンツを
　　販売する市場と定義し、「フィーチャーフォン市場」と「スマートフォン等市場」に分けて考えられている。
３．上記調査において、従来型の携帯電話であり、iモード等の携帯電話向けＩＰサービスが利用できる端末をフィーチャーフォンと定義し、
　　フィーチャーフォンに係る公式サイトにおけるキャリア課金代行を主モデルとする音楽・ゲーム等のデジタルコンテンツを販売する市場
　　をフィーチャーフォン市場と定義されている。
４．上記調査において、インターネット接続可能なオープンＯＳ上でアプリ、ブラウザ等を用いて汎用的な利用ができる端末をスマートフォンと
　　定義し、スマートフォンに係るコンテンツ等（アプリ含む。）のデジタルコンテンツを販売する市場をスマートフォン等市場と定義されている。
　　なお、インターネット接続は可能であるがゲームタイトルのみをダウンロードするゲーム専用端末や、ノートＰＣの市場は含まない。
５．上記調査において、モバイルコマース市場とは、モバイルインターネット上で展開される物販、サービス等に関する市場と定義されている。
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【図表2-1-10】参照

【図表2-1-11】参照

倍となりました。パソコンと同等の表現
力を持ち、携帯電話と同様に時と場所を
選ばずに簡単に利用できるスマートフォ

ンの増加により、ユーザー層、利用機会
ともに拡大しています （図表２-１-１１）。

図表２-１-１0 スマートフォン等向けのモバイルコンテンツ市場規模は、 １年で４.６倍に

（備考）　 １．総務省「モバイルコンテンツの産業構造実態に関する調査結果」（２0１２年）より消費者庁作成。
　　　　 ２．�ゲーム・ソーシャルゲーム等市場とは、オンラインゲーム、SNS等での課金コンテンツを指し、ア

バター、アイテム等購入可能な道具類を含む。
　　　　 ３．動画・映像配信市場とは、スマートフォン等で利用可能な動画、映像配信コンテンツを指す。
　　　　 4．音楽コンテンツ市場とは、スマートフォン等で利用可能な配信された音楽コンテンツを指す。
　　　　 5．上記 ３及び 4は２0１２年から新規追加された項目であり、２0１１年は「その他」に含まれる。
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図表２-１-１１ モバイルコマース市場規模は、 ３年で１.５倍以上に

（備考）　 １．総務省「モバイルコンテンツの産業構造実態に関する調査結果」（２0１２年）より消費者庁作成。
　　　　 ２．物販系市場とは、一般的な通販を対象とした市場を指す。
　　　　 ３．�サービス系市場とは、興行チケット、旅行チケット、航空チケット、鉄道チケット等を対象とした市

場を指す。
　　　　 4．�トランザクション系市場とは、証券取引手数料、オークション手数料、公営競技手数料等を対象とし

た市場を指す。
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図表 スマートフォンへの移行を背景として、スマートフォン等市場やモバイルコマース市場規模が拡大
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【図表2―1―10】参照

15,206
16,550

806
19,061

3,717

23,507

1 ．総務省「モバイルコンテンツの産業構造実態に関する調査結果」（2012年）より消費者庁作成。
2．上記調査において、モバイルコンテンツ市場とは、モバイルインターネット上で展開されるビジネスに係るデジタルコンテンツ
　 を販売する市場と定義し、「フィーチャーフォン市場」と「スマートフォン等市場」に分けて考えられている。
3．上記調査において、従来型の携帯電話であり、iモード等の携帯電話向けIPサービスが利用できる端末をフィーチャーフォンと定
　 義し、フィーチャーフォンに係る公式サイトにおけるキャリア課金代行を主モデルとする音楽・ゲーム等のデジタルコンテンツ
　 を販売する市場をフィーチャーフォン市場と定義されている。
4．上記調査において、インターネット接続可能なオープンOS上でアプリ、ブラウザ等を用いて汎用的な利用ができる端末をスマー
　 トフォンと定義し、スマートフォンに係るコンテンツ等（アプリ含む。）のデジタルコンテンツを販売する市場をスマートフォン
　 等市場と定義されている。
　 なお、インターネット接続は可能であるがゲームタイトルのみをダウンロードするゲーム専用端末や、ノートPCの市場は含まな
　 い。
5．上記調査において、モバイルコマース市場とは、モバイルインターネット上で展開される物販、サービス等に関する市場と定義
　 されている。

（備考）　

10



オンラインでのカード決済など、決済手段が多様化

インターネットで商品等を購入した際の決済手段について、半数以上が1

年間に「クレジットカード払い」を利用しており、その割合も2011年末に比べ

て増加しています。その他、代金引換やコンビニエンスストアでの支払い、

銀行・郵便局の窓口・ＡＴＭでの支払い、インターネットバンキング等による

支払いなど、決済手段の多様化が見られます。

第１節 情報通信社会の現状③

11

【図表2-1-14】　インターネットで購入する際の決済方法は「クレジットカード払い」が52.6％と最も多い

（備考） １．総務省「平成24年通信利用動向調査」
２．インターネットを使って商品を購入する際の決済手段（複数回答可）
　　（対象：過去１年間に、インターネットから商品・サービス購入・取引、金融取引、又はデジタルコンテンツを購入を経験した15歳以上の者）
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インターネットバンキング・モバイルバンキングによる支払い

銀行・郵便局の窓口・ＡＴＭでの支払い

コンビニエンスストアカウンターでの支払い

商品配達時の代金引換

クレジットカード払い(配達時を除く)

2011年末

2012年末

（％）

深く関わってくるケースも出てきていま
す。
　例えば、インターネット上の店舗で商
品を購入し、クレジットカードで決済し
たにもかかわらず商品が届かないといっ
た事例や、出会い系サイト（サクラサイ
ト）や、有料メール交換サイト等におい
て、クレジットカード決済によって高額
なポイント等を購入させられてしまった
などの事例が見られます。こうした悪質
な事業者は、消費者からの苦情を発生さ
せるおそれがあるなどの理由により、直
接国内のクレジットカード会社の加盟店
にはなれないことから、海外のクレジッ
トカード会社と加盟店契約を結んだクレ
ジットカード決済代行会社24（以下「決
済代行業者」という。）を経由して行わ
れているものが多く、その場合の契約関
係も複雑化しています。　

　こうした決済代行業者を介している場
合、カード会社による加盟店審査が不十
分となり、結果として悪質な事業者が加
盟店となっているケースがあるため、
カード会社による加盟店審査の厳格化や
加盟店による不良取引の監視等を強化し
ていくことが重要となります。
　また、最近では、クレジットの国際ブ
ランドが付いたプリペイドカード、いわ
ゆる「ブランドプリカ」が使われるよう
になっています。プリペイドカードの一
種であり、未成年者やクレジットカード
を持つことができない層でも簡単に入手
することができるもので、あらかじめ
チャージされた金額の範囲内ではあるも
のの機能としてはクレジットカードと同
様であり、さきに述べたクレジットカー
ド決済と同様の被害が発生する可能性が
あります。

24�）決済代行業者は、アクワイアラー（加盟店契約会社）と加盟店契約を結んで、クレジットカード加盟店となり、
商品等の販売事業者にクレジットカードの利用を可能にしている。

図表２-１-１５ インターネットで購入する際の決済方法は「クレジットカード払い」が５２.６％と最も多い

（備考）　 １．総務省「平成２4年通信利用動向調査」。
　　　　 ２．インターネットを使って商品を購入する際の決済手段。（複数回答可）
　　　　　　�（対象：過去 １年間に、インターネットから商品・サービス購入・取引、金融取引、又はデジタルコンテンツを購入を経験した１5歳

以上の者）
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通信サービスの普及に伴い、トラブルも増加傾向に

近年の情報通信技術の発達に伴い、通信サービスの普及が進むと同時

に、サービスの高度化・複雑化も進展しており、これらのサービスに関する

相談も増加傾向にあります。全国の消費生活センター等に寄せられた電気

通信サービスに関する消費生活相談の状況を見ると、2009年度には約2.4

万件でしたが、2013年度には約1.7倍の約４万件へと増加しています。

特に「インターネット接続回線」に関する相談件数の増加が目立ち、中で

も高齢者の割合が増加しています。また、スマートフォン等の契約時のオプ

ションサービスに関するトラブルが問題となっています。

第１節 情報通信社会の現状④

12

【図表2-2-1】通信サービスに関する相談は増加傾向

（備考） PIO-NETに登録された「インターネット接続回線」「モバイルデータ通信」「携帯電話サービス」「他のネット通信関連サービス」に関する
消費生活相談情報（2014年4月30日までの登録分）。
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談も増加傾向にあります （図表２-２-２）。

　電気通信サービスの中でも、特に「イ
ンターネット接続回線」に関する相談件

インターネット接続回線に関する相談が
増加、中でも年代が高い層の相談が多い

図表２-２-２ 通信サービスに関する相談は増加傾向

（備考）　�PIO-NETに登録された「インターネット接続回線」「モバイルデータ通信」「携帯電話サービス」「他のネッ
ト通信関連サービス」に関する消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
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図表２-２-１ 「電子商取引」に関する相談は増加傾向

0

（件）

（年度）

89,588

44,927 41,745

89,737 92,371

146,431

166,481

187,275183,521

208,231

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

（備考）　PIO-NETに登録された「電子商取引」に関する消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
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「インターネット接続回線」に関するトラブルは、高齢者の割合が増加

消費生活センター等に寄せられた「インターネット接続回線」に関する相談の内訳を年

齢別に見ると、2009年度には65歳以上の割合は約15％でしたが、2013年度には26％以

上へ増加しており、高齢者がトラブルに遭う場面が増えていることが分かります。

販売購入形態別では、「電話勧誘販売」と「訪問販売」の割合がそれぞれ増加傾向にあ

り、販売購入形態にも変化が見られます。電話や訪問販売による迷惑な勧誘が繰り返さ

れたり、契約先や契約内容を記した書面が交付されず、消費者の理解が不十分なまま、

口頭での契約となっている場合もあります。また店舗での購入であっても、不意打ち性の

高い勧誘や説明不足、広告表示による誤解が生じているケースも見られます。

第２節 情報通信の発達に伴う消費者意識の変化、
消費者被害・トラブル等の状況①

13

【図表2-2-4】　「インターネット接続回線」に関する高齢者の相談の割合が増加

（備考） １．PIO-NETに登録された「インターネット接続回線」に関する消費生活相談情報（2014年4月30日までの登録分）。
２．「インターネット接続回線」とは、光ファイバーやADSL等の料金やサービスの内容に関するもの。
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す。契約先となる事業者と勧誘に関わる
事業者が別で、多くは、電気通信事業者
と代理店契約を結ぶ１次代理店が、更に
他の事業者と代理店契約を結び、実際の
勧誘はこの２次代理店が行うことで、よ

り幅広い勧誘を行っているという仕組み
となっています。中には、３次、４次と
何層にも多階層化している場合があり、
消費者側からは誰と契約を結んでおり、
誰からサービス提供を受けるのか、複雑

図表２-２-４ 「インターネット接続回線」に関する高齢者の相談の割合が増加

（備考）　 1．�PIO-NETに登録された「インターネット接続回線」に関する消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの
登録分）。

　　　　 2．「インターネット接続回線」とは、光ファイバーやADSL等の料金やサービスの内容に関するもの。
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図表２-２-５ 「インターネット接続回線」に関する相談は、「電話勧誘販売」や「訪問販売」によるものが増加

（備考）　 1．PIO-NETに登録された「インターネット接続回線」に関する消費生活相談情報（2014年 4月30日までの登録分）。
　　　　 2．2013年 2月21日以降、特定商取引法の改正により「訪問購入」が新設されている。
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スマートフォン等の契約時に付けられるオプションサービス
（※）

を
不満に思う消費者が多い

携帯電話・PHS、スマートフォンを契約した消費者のうち、約４割がオプションサービ

スを付けられ、後日自分で解除するように求められた経験を有していますが、そのうち

約６割は実際には付けられることを望んでいません。また、約６割強が複雑な解除方

法や解除忘れによる料金請求等、あらかじめオプションサービスを付けて困った経験

を有しています。

第２節 情報通信の発達に伴う消費者意識の変化、
消費者被害・トラブル等の状況②

14

ない 37.0%  ある 63.0% 

ない 57.6%  ある 42.4% 

（備考） １．消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）
２．「過去３年間の携帯電話・PHS／スマートフォンの契約時に、あらかじめオプションサービスが契約の条件として付

けられ、後日自分で解除するように求められた経験はありますか。」との問に対する回答（図表2-2-9）。
３．「あらかじめオプションサービスを付けられることについてどう思いますか。あなたの気持ちに最も近いもの

を選んでください。」との問に対する回答（図表2-2-10）。
４．「あらかじめオプションサービスが付けられていたことで、困ったことはありましたか。（複数回答可）」との問

に対する回答（図表2-2-11、図表2-2-12）。

【図2-2-10】
＜65.2%があらかじめ付けられることを望んでいない＞

＜【図2-2-9】 42.4%があらかじめ付けられていた経験あり＞

【図2-2-12】
＜35.8%が自分で解除する方法に困る＞

【図2-2-11】
＜63.0%があらかじめ付けられていて困った経験あり＞

※複数回答可
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こうしたオプションサービスを契約することにより、本体価格の割引やキャッシュバック等を受けられる場合がある。

があります。こうした複雑な料金体系や、
それによる消費者の理解不足が、利用中
や解約時のトラブルの要因の一つになっ
ているものと思われます。
　また、回線の混雑状況や通信環境によ
り、パンフレット等に表示されている通
信速度が実際には担保されていないこと
や、提供エリア（通信可能なエリア）と
示されていても、電波の届かないところ
（山間部、トンネル、地下など）で通話
できない場合があることによるトラブル
も存在しています。

　消費者庁が実施した「消費生活に関す
る意識調査」によると、携帯電話・ＰＨ
Ｓ、スマートフォンを契約した消費者の
うち、約４割がオプションサービスを付
けられ、後日自身で解除するように求め
られた経験を有していますが、そのうち
約６割強は実際にはそうした条件を付け
られることを望んでいません。また、約
６割強が複雑な解除方法や解除忘れによ
る料金請求等、契約時にオプションサー
ビスを付けて困った経験をしています
（図表２-２-９～２-２-１２）。
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（備考）　 1．消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）。
　　　　 2．�「過去 3年間の携帯電話・PHS／スマートフォンの契約時に、あらかじめオプションサービスが契約の条件として付けられ、後日自

分で解除するように求められた経験はありますか。」との問に対する回答（図表2-2-9）。
　　　　 3．�「あらかじめオプションサービスを付けられることについてどう思いますか。あなたの気持ちに最も近いものを選んでください。」と

の問に対する回答（図表2-2-10）。
　　　　 4．�「あらかじめオプションサービスが付けられていたことで、困ったことはありましたか。」との問に対する回答（複数回答可）（図表

2-2-11、2-2-12）。
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「インターネット通販」に関する相談が大幅に増加

（備考） PIO-NETに登録された「インターネット通販」のうち、商品別分類が「商品」の範囲であり、「パソコンソフト」を除いた消費生活相
談情報（2014年４月30日までの登録分）。

【図表2-2-18】 2013年度の「インターネット通販」の相談のうち、「被服品」が４割を超える

「インターネット通販」に関する消費生活相談では、表示された商品と実物が異

なるといったトラブルや、返品・解約に関するトラブルも生じやすくなっています。

相談件数は年々増加傾向にありますが、2013年度は従来のトラブルに加え、外

国に関連する相談の増加が大きな特徴です。2013年度の商品別分類では「財布

類」や「ハンドバッグ」、「履物」等の「被服品」が4割を占め、「腕時計」等の「教養

娯楽品」が25.5％となっています。

【図表2-2-17】　「インターネット通販」に関する相談は2013年度に大幅増加
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（備考） １．PIO‐NETに登録された「インターネット通販」のうち、商品別分類が「商品」の範囲であり、「パソコンソフト」を除いた消費生活相談

情報（2014年４月30日までの登録分）。

２.「前払い」とは、「信用供与の有無」が「無」のもの。

は、詐欺的行為が発覚する前に代金を確
実に手にすることができるよう銀行振込等
の前払い方式を多用しているものと見られ
ます。
　次に、2013年度の相談を見ていくと、

商品別の構成では洋服、履物、かばん、
アクセサリー等の「被服品」が41.4％と
最も大きな割合を占めています。それに、
腕時計、スポーツ用品等の「教養娯楽品」
が25.5％と続きます （図表２-２-１８）。

図表２-２-１７ 「インターネット通販」に関する相談は２0１３年度に大幅増加

（備考）　1．�PIO-NETに登録された「インターネット通販」のうち、商品別分類が「商品」の範囲であり、「パソ
コンソフト」を除いた消費生活相談情報（2014年4月30日までの登録分）。
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「電子商取引」の越境取引トラブルが急増、
特に「詐欺疑い」、「模倣品到着」が目立つ

消費者庁越境消費者センター（CCJ)に寄せられた越境取引トラブルのう

ち、「電子商取引」に関する相談の件数を見ると、2013年度は2012年度から

大きく増加しています。2013年度の相談をトラブル類型別で見ると「詐欺疑

い」、「模倣品到着」、「解約」の割合が大きくなっています。2013年度に件

数が大幅に増えた「詐欺疑い」、「模倣品到着」について、事業者所在国/

地域別で分類すると、中国の事業者に関する相談が圧倒的です。

第２節 情報通信の発達に伴う消費者意識の変化、
消費者被害・トラブル等の状況④
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【図表2-2-26】「模倣品到着」、「詐欺疑い」が2012年度に比べ大幅に増加しており、中国関連が多い
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（備考）2012‐2013年度に消費者庁越境消費者センター（CCJ）が受け付けた相談。

とが分かります。
　さきに見た図表２-２-２５と合わせて見る
と、2013年度に相談件数が大幅に増加し
た主な要因は、中国の事業者による「模
倣品到着」、「詐欺疑い」に代表されるト
ラブル類型に関する相談が増えたものと
言えます。
　さらに、2013年度の相談の事業者の所
在国／地域の中で、「中国」、「アメリカ」、
「欧州」を取り上げ、それぞれのトラブ
ル類型別に構成比を見ると、国によって
明らかな違いが見られます。「中国」では、
「模倣品到着」が52.9％と最も大きな割
合を占め、「詐欺疑い」41.9％を合わせ
ると９割を超えていて、中国の事業者に
関するほとんどのトラブルがこれらに該
当しています。
　「アメリカ」で最も大きな割合を占め
るのは「解約」で53.0％となっており、「商

品未到着」が24.1％と続きます。「解約」
の主な内容は、アメリカ発のインター
ネットサービスやダウンロードソフト
ウェア、旅行予約サイト等に関する相談
で、サービスに関するものです。
　「欧州」では、「商品未到着」が36.4％で、
いわゆる通常の海外通販サイトでの商品
購入時のトラブルが中心です。それに次
ぐ31.6 ％ の「解 約」 は、2012年 度 の
12.5％から大幅に増加していますが、こ
れはダウンロードソフトウェアの解約に
関する相談が増加したことが大きな要因
です。

　決済手段別に構成比を見ると、「クレ
ジットカード」が2012年度の51.8％から

海外通販サイトでは銀行振込から
トラブルにつながることが多い

図表２-２-２６ 「模倣品到着」、「詐欺疑い」が２0１２年度に比べ大幅に増加しており、中国関連が多い

（備考）　2012-2013年度に消費者庁越境消費者センター（CCJ）が受け付けた「電子商取引」に関する相談。

542
22.9％

439
18.6％

495
20.9％

479
20.3％

1,080
24.6％

1,591
36.3％

397
9.1％

903
20.6％

中国
（75.1%）

不明
（18.4%） 中国

（40.4％）不明
（54.9％）

2012

（年度）

2013

0 1,000500 2,0001,500 3,0002,500 4,0003,500 4,500 5,000
（件）

模倣品到着
詐欺疑い

模倣品到着 詐欺疑い

商品未到着
解約
不当請求
返品
不良品
その他123

2.8％
80
1.8％

55
1.3％

イギリス
（0.2%）

香港
（1.1%）

台湾
（3.5%）

その他
（1.4%）

アメリカ
（0.3%）

タイ
（0.1％）

その他
（1.0％）

アメリカ
（0.3％）
イギリス
（0.1％）香港

（2.3％）
韓国

（0.1％）

台湾
（0.8％）フランス

（0.1％）

542
22.9％

439
18.6％

495
20.9％

479
20.3％

合計
2,363

83
3.5％

69
2.9％

57
2.4％

199
8.4％

1,080
24.6％

1,591
36.3％

397
9.1％

903
20.6％

合計
4,383
154
3.5％

中国
（75.1%）

不明
（18.4%） 中国

（40.4％）不明
（54.9％）

70

CW6_A5078D122_J.indd   70 2014/06/10   11:57:30

16



未成年者の「オンラインゲーム」に関するトラブルが急増

「オンラインゲーム」に関する消費生活相談は近年増加傾向にあり、2013

年度の総数は5,827件でした。このうち、未成年者に関する相談件数は、

2010年度以降、毎年度約２倍のペースで増加しており、2013年度は2,439

件と全体の約４割を占めています。

また、未成年者の契約購入金額が高額化しており、クレジットカード決済

に関する相談が多く見られます。

第２節 情報通信の発達に伴う消費者意識の変化、
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【図表2-2-28】　未成年者のオンラインゲームに関するトラブルが急増している

（備考） PIO-NETに登録された「オンラインゲーム」に関する消費生活相談情報（2014年4月30日までの登録分）。
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図表２-２-２８ 未成年者のオンラインゲームに関するトラブルが急増している

（備考）　PIO-NETに登録された「オンラインゲーム」に関する消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
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図表２-２-２９ 小学生（高学年）・中学生のトラブルが大幅に増加

（備考）　 1．�PIO-NETに登録された契約当事者が20歳未満の「オンラインゲーム」に関する消費生活相談情報（2014年 4 月
30日までの登録分）。

　　　　 2．�この図表では、PIO-NETにおける学生の区分を使用せずに、契約当事者が 7 ～ 9歳を「小学生（低学年）」、10
～12歳を「小学生（高学年）」、13～15歳を「中学生」、1６～18歳を「高校生」、19歳を「大学生等」としている。
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「アダルト情報サイト」に関する相談は依然として多く、
最近はスマートフォンからアクセスした割合が約１／３に増加

「アダルト情報サイト」は消費生活相談件数を商品別に見ると依然として上位

にありますが、最近ではスマートフォンからアクセスしてトラブルに巻き込まれる

ケースが増加し、2013年度は全体の35.2％を占めるようになってきています。男

性のうち、「アダルト情報サイト」全体のトラブルは40～60歳代に多く見られます

が、スマートフォンからのアクセスでは未成年者や30歳代、40歳代が中心です。

第２節 情報通信の発達に伴う消費者意識の変化、
消費者被害・トラブル等の状況⑥

18

（備考） 1.PIO-NETに登録された「アダルト情報サイト」及び「スマートフォン利用のアダルト情報サイト」に関する消費生活
相談情報（2014年4月30日までの登録分）。

2.2009、2010年度の「スマートフォン利用のアダルト情報サイト」相談件数は、「スマートフォン」等の名称が一般的

に浸透していなかったことから登録件数が少ない可能性も考えられる。

【図表2-2-41】スマートフォンからアクセスする「アダルト情報サイト」に関する相談が増加

②�アダルト情報サイトに関す
るトラブル

　2013年度の消費生活相談件数を商品・
サービス別に見ると、2012年度同様「ア
ダルト情報サイト」は79,286件と、依然
として上位にあります。そのような中、
最近ではスマートフォンの普及を背景に
して、スマートフォンからアクセスして
トラブルに巻き込まれるケースが増加
し、2012年度の18.7％から2013年度は
35.2％へと大きく増えています （図表２-
２-４１）。
　スマートフォンからアクセスするもの
についての相談内容は、「有料の認識が
ないままタップしたところ、料金の請求
画面が表示された」といったもので、パ
ソコン等と大きな違いはありませんが、
いわゆる公式マーケットで無料アプリを

ダウンロードしたのに、突然、料金を請
求されたといったトラブルも寄せられて
います。
　また、2013年度の相談を性別年齢別で
見ると、男性は「アダルト情報サイト」
全体では40歳代、60歳代、50歳代の順で
大きな割合を占めますが、スマートフォ
ンからアクセスするケースになると、大
きな割合を占めるのが40歳代、30歳代、
20歳未満の順になり、スマートフォンの
利用率と連動していると思われます （図
表２-２-４２）。
　一方、女性の場合は、「アダルト情報
サイト」全体で30歳代、40歳代、20歳代
が大きな割合で、50歳代以上はわずかと
なります。これは、スマートフォンから
アクセスするケースで見ても同様の傾向
です。

図表２-２-４１ スマートフォンからアクセスする「アダルト情報サイト」に関する相談が増加

（備考）　 1．�PIO-NETに登録された「アダルト情報サイト」及び「スマートフォン利用のアダルト情報サイト」に
関する消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。

　　　　 2．�2009、2010年度の「スマートフォン利用のアダルト情報サイト」相談件数は「スマートフォン」等の
名称が一般的に浸透していなかったことから、登録件数が少ない可能性がある。
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第２節 情報通信の発達に伴う消費者意識の変化、
消費者被害・トラブル等の状況⑦

19

「SNS」に関する相談が増加

消費生活におけるインターネット利用が広がるにつれ、「SNS」（ソーシャル・ネット

ワーキング・サービス）に関する消費生活相談も増加傾向にあります。「SNS」に関連

する2013年度の上位商品を見ると、主にSNSで知り合った相手から誘導された「出会

い系サイト」に関する相談が最も多く、他にSNS利用や架空請求等のデジタルコンテ

ンツ関係、SNSに表示された広告をきっかけとした健康食品の定期購入に関するトラ

ブルや「オンラインゲーム」等が続いており、多種多様となっています。

【図表2-2-45】 2013年度の「SNS」に関する相談は2009年度の2倍に

（備考） 1.PIO-NETに登録された「SNS」に関する消費生活相談情報（2014年4月30日までの登録分）。

2.品目は、商品キーワード（下位）。
3「他のデジタルコンテンツ」は主にSNS利用自体のトラブルのほか、SNS上の嫌がらせ、なりすましなど。
4.「デジタルコンテンツ（全般）」は主に架空請求など。
5.「他の健康食品」、「健康食品（全般）」は主にダイエットサプリの定期購入など。
6.「相談その他（全般）」は主にSNSをきっかけに知り合った知人とのトラブル。

【図表2-2-46】2013年度の「ＳＮＳ」に関する相談は多種多様

順位 商品・サービス名 件数
1 出会い系サイト 1,301
2 他のデジタルコンテンツ 802
3 デジタルコンテンツ（全般） 241
4 他の健康食品 232
5 オンラインゲーム 228
6 アダルト情報サイト 205
7 パソコンソフト 167
8 健康食品（全般） 164
9 コンサート 109

相談その他（全般） 85
他の教室・講座 85

10

キング・サービス）の普及により、普通
に生活していれば出会うことがなかった
消費者同士が容易に出会うことができる
ようになったり、匿名のままでコミュニ
ケーションすること等が可能になり、こ
うしたツールは消費生活の幅を大きく広
げている一方で、それに起因した消費者
トラブルも増加傾向にあります。
　ここでSNSに関するトラブルの状況を
見ると、「SNS」に関する消費生活相談
件数は増加傾向にあり、2013年度は2009
年度の約２倍となっています （図表２-２- 
４５）。
　2013年度の「SNS」に関する相談は、
性別では女性が５割を超えており、年代
では20歳代が約３割と最も大きな割合を
占め、30歳代が約２割となっています。
ただし、平均年齢は2009年度の28.7歳か
ら2013年度は34.0歳と年々上昇してお
り、今やSNSは多くの世代に広がり、そ
れに関連してトラブルも増えていること
がうかがえます。
　相談内容としては、「SNSで知り合っ

た相手から出会い系サイトに誘導され
た」、「SNSの知人から、マルチ商法に勧
誘された」といったSNSで知り合った相
手を介した消費者トラブルや、SNSに表
示された広告がきっかけとなったトラブ
ルなどが挙げられます。
　SNSに関する2013年度の上位商品・
サービスを見ると、1,301件と最も相談
件数が多いのが「出会い系サイト」であ
り、SNS上での友人申請の後、サイトへ
誘導されるケースが主な相談内容になっ
ています （図表２-２-４６）。
　また、SNSに表示された広告がきっか
けとなったトラブルも多く、SNSの広告
をきっかけに副業サイトに登録し、そこ
からメールのやり取りをしなければなら
ないと誘導されたケースや、健康食品等
の無料サンプルを試すつもりが定期購入
となっていたケース等も見られます。
　そのほか、個人情報の流出や退会手続
等のSNS利用自体のトラブル、SNS上で
の嫌がらせ、なりすまし、架空請求等の
デジタルコンテンツ、「オンラインゲー

図表２-２-４５ ２0１３年度の「SNS」に関する相談は２00９年度の ２ 倍に

（備考）　PIO-NETに登録された「SNS」に関する消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
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ム」等があります。「相談その他（全般）」
は、主にSNSをきっかけに知り合った知
人とのトラブルが事例として挙げられま
す。以上のように、SNSに関連する最近
の消費者トラブルは多種多様となってい
ます。

②�出会い系サイトや婚活サイ
トに関するトラブル

　さきに述べたソーシャルメディアには
含まれないものの、インターネット上で
個人間の新たな結び付きを可能とする
ネットサービスとして、出会い系サイト、
婚活サイトがあります。
　SNSで知り合った相手との消費者トラ
ブルについて触れましたが、最近では婚
活サイトなどで知り合った相手から、将

来のための財産形成や資産運用を口実
に、投資用マンションなどを購入してし
まったといったトラブルも起きてお
り45、2013年度に入り増加が目立ってい
ます （図表２-２-４７）。いわゆるデート商
法の一種ですが、SNSや婚活サイト等、
インターネットがそのきっかけになって
います。
　性別で見ると、2013年度の相談では、
女性が男性の約２倍で、女性の中で年代
別で見ると30歳代が７割を占めています。
　これまでのデート商法といえば、異性
の販売員が名簿などを基にアポイントを
取り、デートのような状況を演出、恋愛
感情を利用し、アクセサリーや投資用ソ
フトなどを購入させるケース等が見られ
ていましたが、SNS等をきっかけとする
この種のトラブルでは、勧誘者が本来の
マンション勧誘の目的を隠して婚活サイ
ト等に入り込み、対象者の年齢や、勤務
先、収入、資産状況などを事前に十分把
握した上でアプローチし、デート商法の
ような手法で勧誘を行っています。この
ような悪質商法に巻き込まれた場合、商
品がマンションといった高額商品である
ため経済的負担も大きく、更に金銭面の
みならず、手口に気付いた後の精神的な
ダメージも大きくなります。
　また、出会い系サイトの中には、サイ
ト業者に雇われたサクラが異性、タレン
ト、社長、弁護士、占い師などのキャラ
クターになりすまして、消費者の様々な
気持ちを利用し、サイトに誘導し、メー
ル交換等の有料サービスを利用させ、そ
の度に支払いを続けさせる手口（サクラ
サイト商法）が多く見られます。

45�）国民生活センター「婚活サイトなどで知り合った相手から勧誘される投資用マンション販売に注意‼―ハンコを
押す相手は信ジラレマスカ？―」（2014年１月23日公表）。

図表２-２-４６ ２0１３年度の「SNS」に関する
相談は多種多様

順位 商品・サービス名 件数
1 出会い系サイト 1,301
2 他のデジタルコンテンツ 802
3 デジタルコンテンツ（全般） 241
4 他の健康食品 232
5 オンラインゲーム 228
６ アダルト情報サイト 205
7 パソコンソフト 1６7
8 健康食品（全般） 1６4
9 コンサート 109

10
相談その他（全般）

85
他の教室・講座

（備考）　1．�PIO-NETに登録された2013年度の「SNS」に関する消
費生活相談情報（2014年4月30日までの登録分）。

　　　　2．品目は商品キーワード（下位）。
　　　　3．�「他のデジタルコンテンツ」は主にSNS利用自体のト

ラブルのほか、SNS上の嫌がらせ、なりすましなど。
　　　　4．「デジタルコンテンツ（全般）」は主に架空請求など。
　　　　5．�「他の健康食品」、「健康食品（全般）」は主にダイエッ

トサプリの定期購入など。
　　　　６．�「相談その他（全般）」は主にSNSをきっかけに知り合っ

た知人とのトラブル。
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事業者が公表した個人情報の漏えい事案件数は減少傾向
苦情相談の内容は「不適正な取得」に関するものが全体の約４割

2012年度に事業者が公表した個人情報の漏えい事案件数は319 件であ

り、個人情報保護法施行後減少傾向にあります。

また、2012年度に地方公共団体及び国民生活センターに寄せられた個

人情報に関する苦情相談件数は5,623 件であり、内容としては、「不適正な

取得」に関するものが全体の約４割を占めており、以下「同意のない提供」、

「漏えい・紛失」、「目的外利用」に関するものが上位に挙がっています。

第２節 情報通信の発達に伴う消費者意識の変化、
消費者被害・トラブル等の状況⑧

20

相談内容 件数 (割合)
不適正な取得 2,282 （40.6％）

同意のない提供 1,167 （20.8％）

漏えい・紛失 1,138 （20.2％）

目的外利用 863 （15.3％）

開示等 211 （3.8％）

苦情等の窓口対応 191 （3.4％）
情報内容の誤り 68 （1.2％）

オプトアウト違反 64 （1.1％）

委託先等の監督 39 （0.7％）

その他 966 （17.2％）

合計（重複分を除く。） 5,623 （100.0％）

【図表2-2-51】苦情相談の内容は「不適正な取得」に関するものが全体の約４割

（備考)消費者庁「個人情報の保護に関する法律 施行状況の概要」（平成24年度）

【図表2-2-49】　事業者が公表した個人情報の漏えい事案件数は減少傾向

（備考）　
1.消費者庁「個人情報の保護に関する法律　施行状況の概要」　（平成24年度）
2.「漏えい」のほか、「滅失」、「き損」の事案を含む。また、各主務大臣において把握し、
　消費者庁に報告された事案に限る。
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　ここでは、新たな動きを見せる個人情
報の保護や利活用に関する消費者の意識
と、個人情報に関するトラブルの状況を
見ていきます。

　消費者庁調査によれば、2012年度に事
業者が公表した個人情報の漏えい事案件
数は319件53であり、個人情報保護法施
行後減少傾向にあります （図 表２-２- 
４９）。漏えいした情報の形態について見
ると、電子媒体のみが約42％、紙媒体の
みが約56％です。また、漏えいした情報
に対する暗号化等の情報保護措置の有無
について見ると、特段措置を講じていな

かった件数が全体の約72％を占めていま
す。これに対し、一部についてのものも
含め、何らかの措置を講じていた件数は、
全体の約21％にとどまっています （図表
２-２-５0）。
　一方、2012年度に地方公共団体及び国
民生活センターに寄せられた個人情報に
関する苦情相談件数は5,623�件でした54。
そのうち、消費生活センター等が受け付
けたものが5,283件で、約94％を占めて
おり、以下、地方公共団体の個人情報保
護条例所管部局等で受け付けたものが
164件、国民生活センターで受け付けた
ものが176件となっています55。また、
認定個人情報保護団体に寄せられた苦情
が613件あったほか、事業者に直接苦情
が寄せられているケースも相当数あるも

個人情報に関する漏えい事案件数は減少傾向　苦情相談の
内容は「不適正な取得」に関するものが全体の約 ４割

図表２-２-４９ 事業者が公表した個人情報の漏えい事案件数は減少傾向

（備考）　 1．�消費者庁「平成24年度個人情報の保護に関する法律　施行状況の概要」。
　　　　 2．�「漏えい」のほか、「滅失」、「毀損」の事案を含む。また、各主務大臣において把握し、消費者庁に報告

された事案に限る。
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53�）「漏えい」のほか、「滅失」、「毀
き

損」の事案を含む。また、各主務大臣において把握し、消費者庁に報告された事
案に限る。
54）消費者庁「平成24年度個人情報の保護に関する法律　施行状況の概要」。
55�）「消費生活センター等」とはPIO-NET端末の設置された消費生活センター等を指す。また、「消費生活センター等」
受付分及び「国民生活センター」受付分は、2013年５月31日までに受付機関決裁済となったもの。「地方公共団体
の個人情報保護条例所管部局等で受け付けたもの」は、同年６月28日までの国民生活センター受領分。
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のと考えられます。
　地方公共団体及び国民生活センターに
寄せられた苦情相談の内容としては、「不
適正な取得」に関するものが全体の約４
割を占めており、以下「同意のない提供」、
「漏えい・紛失」、「目的外利用」に関す
るものが上位に挙がっています （図表２-
２-５１）。
　具体的な相談事例56としては、以下の
ようなものがあります。
○�不適正な取得：「身に覚えがない会社
から突然電話で、アダルトサイトの未
払いがあり和解のためと脅され、個人
情報を伝えてしまった。」「小学生の子
どもが留守番中に不審な電話を受け、
尋ねられるままにクラス連絡網にある
電話番号を読み上げてしまった。」
○�同意のない提供：「大型商業施設で使
うポイントがたまるカードを作ったと
ころ、勝手に生命保険会社に個人情報
を流された。」「マンション購入の勧誘
電話があった。個人情報を名簿会社か
ら購入したと言うが違法ではないの
か。」「数年前に購入した未公開株の被

害回復をうたう複数の業者から電話が
あり、流出した個人情報を削除して欲
しい。」
○�漏えい・紛失：「登録した結婚相談所
のウェブサイトがハッキングされ、個
人情報が漏えいしたと電話があった。
非通知電話が携帯に多くかかるように
なった。」「店舗で車検を依頼したとこ
ろ、業者が個人情報を含む車検に関す

図表２-２-５１ 苦情相談の内容は「不適正な取得」
に関するものが全体の約 ４割

相談内容 件数 （割合）
不適正な取得 2,282 （ 40.６％）
同意のない提供 1,1６7 （ 20.8％）
漏えい・紛失 1,138 （ 20.2％）
目的外利用 8６3 （ 15.3％）
開示等 211 （  3.8％）
苦情等の窓口対応 191 （  3.4％）
情報内容の誤り ６8 （  1.2％）
オプトアウト違反 ６4 （  1.1％）
委託先等の監督 39 （  0.7％）
その他 9６６ （ 17.2％）
合計（重複分を除く。） 5,６23 （100.0％）
（備考）　�消費者庁「平成24年度個人情報の保護に関する法律　施

行状況の概要」。

図表２-２-５0 漏えいした情報に対する暗号化等の情報保護措置を特段講じていなかった事案が約７２％を占める

漏えいの
形態

暗号化
等の情報
保護措置

電子媒体のみ 紙媒体のみ 電子媒体と
紙媒体 不明

合計
件数 （割合） 件数 （割合） 件数 （割合） 件数 （割合）

全部措置有 3６（11.3％） 4（ 1.3%） 0 （0.0％）

2 （0.６%）
一部措置有 11（ 3.4％） 15（ 4.7%） 0 （0.0％）
措置無 75（23.5％） 152（47.６%） 2 （0.６％）
措置不明 13（ 4.1％） 8（ 2.5%） 1 （0.3％）
合計 135（42.3％） 179（5６.1％） 3 （0.9％） 2 （0.６%） 319（100%）
（備考）　 1．消費者庁「平成24年度個人情報の保護に関する法律　施行状況の概要」。
　　　　 2 .�（　）内は、漏えい事案全体（319件）に対する割合。
　　　　 3．�暗号化等の情報保護措置とは、情報の暗号化や紛失したパソコンへのパスワードによるアクセス制限等、情報保護のために講

じられた措置をいう。
　　　　 4．「紙媒体のみ」には、口頭による漏えいを含む（「措置不明」に分類）。

56�）PIO-NETに登録された2013年度の消費生活相談情報（2014年４月30日までの登録分）。
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消費者は事業者への個人情報の提供において
個人情報の漏えいや目的外利用を不安視している

約９割の消費者は自分の個人情報を事業者に提供することについて、個

人情報の「漏えい」や「目的外利用」を不安視しています。

一方で、過半数の消費者において、個人情報の提供により 「サポートが

受けられる」「経済的なメリットが得られる」といった肯定的な考えも見られま

す。

第２節 情報通信の発達に伴う消費者意識の変化、
消費者被害・トラブル等の状況⑨

21

【図表2-2-52】　消費者は事業者への個人情報の提供において、個人情報の漏えいや目的外利用を不安視してい

Ｎ＝6,528人 そう思う
どちらかといえば
そう思う

どちらかといえば
そう思わない

そう
思わない

無回答

(ア) 取引がスムーズになる、自分に
必要な商品・サービスを勧めら
れる等、利便性が向上する

45.7 52.9

(イ)
商品に欠陥等問題があった場
合、メーカー・販売者等から連
絡をもらえる等サポートが受け
られる

61.8 36.9

(ウ) 割引クーポンやポイント等によ
る経済的なメリットが得られる

56.2 42.4

(エ)
自分を含む購入者・利用者の情
報が蓄積されることで、より良
い商品・サービスの提供につな
がる

45.5 52.8

(オ)
自分の個人情報を事業者が利用
目的外で勝手に利用しないか心
配である

87.8 11.4

(カ) 自分の個人情報が第三者に漏え
いしないか心配である

88.6 10.5

 （備考）
1.消費者庁「消費者意識基本調査」（2013年度）
2.「自分の個人情報を事業者に提供することについて、以下の項目はあなたの考えにどの程度当てはまりますか。」との問に対する回答

そう
思う

（計）

そう思
わない
（計）

8.0 

15.8 

13.6 

8.4 

56.7 

59.9 

37.6 

46.0 

42.6 

37.1 

31.1 

28.7 

29.9 

23.0 

26.4 

35.4 

8.3 

7.4 

23.0 

13.9 

16.0 

17.4 

3.1 

3.1 

1.5 

1.3 

1.4 

1.7 

0.8 

0.9 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (%)

そう思う(計) そう思わない(計)

る書類を紛失した。」
○�目的外利用：「葬儀の際、写真送付す
ると言われ親戚の住所や電話番号を書
いた。後日、葬儀社の社員が写真を持
参して親戚のところに行き互助会の勧
誘を行った。」
○�開示等：「個人情報が漏れているよう
だが、事業者に開示を請求しても応じ
てもらえない。」「受診先の病院にカル
テの開示請求を行ったところ法外な手
数料を請求された。」
○�情報内容の誤り：「消費者金融で、自
分の個人情報の開示を請求したら、一
部間違った内容になっていた。」

　消費者庁が行った「消費者意識基本調
査」によると、約９割の消費者は自分の

個人情報を事業者に提供することについ
て、個人情報の「漏えい」や「目的外利
用」を不安視しています。一方で、過半
数の消費者において、個人情報の提供に
より「サポートが受けられる」「経済的
なメリットが得られる」といった肯定的
な考えも見られます （図表２-２-５２）。

　近年、ビッグデータの利活用への期待
が大きく高まっています（詳細は、第１
節ビッグデータの箇所参照）。一方、消
費者庁が行った「消費生活に関する意識
調査」によると、消費者のビッグデータ
に関する認知度は、男性は約３割、女性
は約１割にとどまっています （図表２-２- 
５３）。また、適切な個人情報保護措置が
講じられることを前提としたビッグデー

消費者は事業者への個人情報の提供において
個人情報の漏えいや目的外利用を不安視している

ビッグデータの認知度は男性約 3割、女性約１割にとどまる
ビッグデータを知らない人ほどその利活用に否定的

図表２-２-５２ 消費者は事業者への個人情報の提供において、個人情報の漏えいや目的外利用を不安視している

（備考）　 1．消費者庁「消費者意識基本調査」（2013年度）。
　　　　 2．�「自分の個人情報を事業者に提供することについて、以下の項目はあなたの考えにどの程度当てはまりますか。」との問に対する回答。

0 100

そう思う
（計）

45.6 52.9

61.8 36.9

56.2 42.4

45.5 52.8

87.8 11.4

88.6 10.5

そう思う（計）（N＝6,528）
そう思わない
（計）

そう思わない（計）

（％）
80604020

8.08.0

15.815.8

13.613.6

8.48.4

56.756.7

59.959.9 28.728.7 7.47.4
3.13.1
0.90.9

31.131.1 8.38.3
3.13.1
0.80.8

37.137.1 35.435.4 17.417.4 1.71.7

42.642.6 26.426.4 16.016.0 1.41.4

46.046.0 23.023.0 13.913.91.31.3

37.637.6 29.929.9 23.023.0 1.51.5
取引がスムーズになる、自分に必
要な商品・サービスを勧められる
等、利便性が向上する
商品に欠陥等問題があった場合、
メーカー・販売者等から連絡をも
らえる等サポートが受けられる

自分を含む購入者・利用者の情報
が蓄積されることで、より良い商
品・サービスの提供につながる
自分の個人情報を事業者が利用目
的外で勝手に利用しないか心配で
ある

自分の個人情報が第三者に漏えい
しないか心配である

割引クーポンやポイント等による
経済的なメリットが得られる

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない
そう思わない 無回答
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ビッグデータの認知度は男性約３割、女性約１割にとどまる
ビッグデータを知らない人ほどその利活用に否定的

一般消費者のビッグデータに関する認知度は、男性は約３割、女性は約１

割にとどまっています。

ビッグデータ自体を「知っている」、「ある程度知っている」と回答した人のう

ち約７割は利活用に肯定的です。一方、「あまり知らない」、「知らない」と回

答した人のうち約７割は利活用に否定的であり、ビッグデータを「知らない」

人ほど利活用に不安を感じていることがうかがえます。

第２節 情報通信の発達に伴う消費者意識の変化、
消費者被害・トラブル等の状況⑩

22

【図表2-2-53】 ビッグデータの認知度は男性約３割、女性約１割にとどまる

2.4 

9.5 

10.5 

22.3 

22.1 

24.3 

65.0 

43.9 

女性

男性

よく知っている

名前を聞いたことはあり、ある程度知って

いる

名前を聞いたことはあるが、あまり知らな

い

名前を聞いたことがない
（％）

31.8 68.2

12.9 87.1

【図表2-2-54】 ビッグデータの認知度によって、利活用への賛否は大きく異なる
　　　　※利活用の際に「適切な個人情報保護措置が講じられること」を前提としている

（備考）
1.消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）

 2.「あなたは「ビッグデータ」について知っていますか。※「ビッグデータ」とは、従来のデータベース管理システムなどでは記録や保管、
解析が難しいような巨大なデータ群。今までは管理しきれないため見過ごされてきたそのようなデータ群を記録・保管して即座に解析する

  ことで、ビジネスや社会に有用な知見を得たり、これまでにないような新たな仕組みやシステムを産み出す可能性が高まるとされています。 」
との問に対する回答。
3.「この「ビッグデータ」に関して、事業者があなた自身に関する様々な情報を集約してマーケティング等に活用したり、又は、個人を特定で
きない形に情報を加工して第三者に提供したりといった利活用が進んでいます。あなたは事業者が「ビッグデータ」を利活用することについ
てどう思いますか。」との問に対する回答。

※図表2-2-53は2の設問の結果のみを利用、図表2-2-54は2と3の設問の結果を利用

6.3

16.2 

22.0

54.0 

33.3

20.2 

38.5

9.6 

知らない

知っている 是非活用してほしい

活用してもらっても構わない

できれば活用してほしくない

絶対に活用してほしくない

（％）

70.2 29.8

28.3 71.7

図表２-２-５３ ビッグデータの認知度は男性約 ３割、女性約 １割にとどまる

0 100
（％）

80604020

女性

男性

（N＝3,000）

9.59.5

2.42.4
10.510.5 22.122.1 65.065.0

22.322.3

「知っている」31.8％「知っている」31.8％

87.1％87.1％12.9％

「知らない」68.2％

24.324.3 43.943.9

よく知っている
名前を聞いたことはあるが、あまり知らない 名前を聞いたことがない

名前を聞いたことはあり、ある程度知っている

図表２-２-５４ ビッグデータの認知度によって、利活用への賛否は大きく異なる
※利活用の際に「適切な個人情報保護措置が講じられること」を前提としている

（備考）　 1．消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）。
　　　　 2．�「あなたは「ビッグデータ」について知っていますか。※「ビッグデータ」とは、従来のデータベース管理シ

ステムなどでは記録や保管、解析が難しいような巨大なデータ群。今までは管理しきれないため見過ごされて
きたそのようなデータ群を記録・保管して即座に解析することで、ビジネスや社会に有用な知見を得たり、こ
れまでにないような新たな仕組みやシステムを産み出す可能性が高まるとされています。」との問に対する回答。

　　　　 3．�「この「ビッグデータ」に関して、事業者があなた自身に関する様々な情報を集約してマーケティング等に活
用したり、又は、個人を特定できない形に情報を加工して第三者に提供したりといった利活用が進んでいます。
あなたは事業者が「ビッグデータ」を利活用することについてどう思いますか。」との問に対する回答。

※図表2-2-53は備考 2の問の回答のみを利用、図表2-2-54は備考 2と 3の問の回答を利用。

0 100
（％）

80604020

6.36.3 22.022.0 33.333.3 38.538.5

16.216.2 54.054.0 20.220.2 9.69.6

「活用してほしい」70.2％「活用してほしい」70.2％ 「活用してほしくない」29.8％「活用してほしくない」29.8％

28.3％28.3％ 71.7％71.7％

知らない

知っている

（N＝3,000）

是非活用してほしい 活用してもらっても構わない
できれば活用してほしくない 絶対に活用してほしくない
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子ども・青少年のネット利用に関して、保護者との
間にルールが必要との意識が高い

子ども・青少年のインターネット利用に関して、「保護者と子ども・青少年の

間で何らかの利用ルールを定めるべきである」、「事業者が商品・サービス

の利用に何らかの制限を設ける必要がある」と考える方が多く、回答者の年

齢が高いほどその傾向が強くなっています。

第３節 安全で快適なネット社会の構築に向けた取組

（備考）
1.消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）
2.「携帯電話・スマートフォンの普及や、SNSやオンラインゲーム等のサービスの普及に伴い、子ども、青少年が
トラブルに遭うケースが増えています。この問題についてどう対応すべきだと考えますか。（複数回答可）
例：ネット依存、高額課金、出会い系トラブル、誹謗中傷、いじめ等」との問に対する回答

＜男性＞

＜女性＞

（%）

（%）

23

【図表2‐3‐1】子ども・青少年のネット利用に関して、保護者との間にルールが必要との意識が高い
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図表２-３-１ 子ども・青少年のネット利用に関して、保護者との間にルールが必要との意
識が高い

（備考）　 １．�消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（20１3年度）。
　　　　 2．�「携帯電話・スマートフォンの普及や、SNSやオンラインゲーム等のサービスの普及に伴い、子ども、

青少年がトラブルに遭うケースが増えています。この問題についてどう対応すべきだと考えますか。
例：ネット依存、高額課金、出会い系トラブル、誹謗中傷、いじめ等」との問に対する回答。（複
数回答可）
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事業者が商品・サービスの利用に何らかの制限を設ける必要がある
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子ども・青少年本人が何らかの教育を受ける必要がある
保護者が何らかの教育を受ける必要がある
保護者と子ども・青少年の間で何らかの利用ルールを定めるべきである
特に対応をする必要はない
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社会経済活動の中で大きなウエイトを占める消費活動

消費者が支出する消費額の総額は、2013年現在約286兆円で、経済全体

（国内総生産（ＧＤＰ）＝約478兆円）の約６割を占めています。これを諸外国

と比較すると、先進国では概して消費者が支出する総額は経済全体の５割

を超えており、我が国も同様となっています。

第３章 消費者を取り巻く社会経済情勢と消費者行動・意識
第１節 消費者を取り巻く社会経済情勢

24

【図表3-1-2】先進国では消費支出は経済全体の５割超

36.7%

38.5%

46.9%

52.0%

54.3%

55.4%

55.6%

55.7%

59.3%

60.4%

63.4%

66.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

中国

ノルウェー

スウェーデン

韓国

スイス

フランス

カナダ

ドイツ

日本

イタリア

イギリス

アメリカ

（備考） １．OECD.Stat により作成。
２．国内総生産のうち家計最終消費支出が占める割合として算出（2012年）。

【図表3-1-1】　ＧＤＰの約６割を占める家計消費

（備考）  １．内閣府「国民経済計算」
２．「その他」は、対家計民間非営利団体最終消費支出、政府最終消費支出、在庫品増加、純輸出の合計。

家計消費

285.5兆円

59.7%設備投資

64.7兆円

13.5%

公共投資

23.7兆円

5.0%

住宅投資

15.3兆円

3.2%

その他

89.0兆円

18.6%

2013年
名目国内総生産

（ＧＤＰ）

478.2兆円

　社会経済活動の中で、消費活動は非常
に大きなウエイトを占めています。消費
者が支出する消費額の総額は、2013年現
在約286兆円で、経済全体（国内総生産
（GDP）＝約478兆円）の約６割を占め
ています（図表３-１-１）。

　これを諸外国と比較すると、先進国で
は概して消費者が支出する消費額の総額
が経済全体の５割を超えており、我が国
においても約６割となっています（図表３-１
-２）。消費者の消費活動は、我が国の社会
経済全体に大きな影響を及ぼすことになり
ます。したがって、経済の持続的な発展
のためには、消費者が安心して消費活動
を営める市場を構築することが重要です。

社会経済活動の中で大きな
ウエイトを占める消費活動

消費者を取り巻く社会経済情勢
と消費者行動・意識第3章
消費者を取り巻く社会経済情勢第 １節

図表３-１-１ GDPの約 ６割を占める家計消費

（備考）　 １．内閣府「国民経済計算」。
　　　　 ２．�「その他」は、対家計民間非営利団体最終消費支出、政府最終消費支出、在庫品増加、純輸出の合計。

家計消費
285.5兆円
（59.7%）

その他
89.0兆円
（18.6%）

設備投資
64.7兆円
（13.5%）

公共投資
23.7兆円
（5.0%）

住宅投資
15.3兆円
（3.2%）

2013年
名目国内総生産
（GDP）
478.2兆円
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　総務省「家計調査」により、１世帯当
たりの消費支出構造の長期的な変化を見
ると、1970年に３割弱だったサービスへ
の支出は、2013年には４割を超えるなど、
モノへの支出からサービスへの支出へシ
フトしています。
　具体的な支出の内訳について、1970年
と2013年を比較すると、サービスへの支
出では、通信サービス、教養娯楽サービ
ス、自動車関係サービスの割合が大きく
増加しており、商品への支出では、自動
車関係の割合が増加しています。一方、
食料、被服及び履物の割合は大きく減少
しています78（図表３-１-３）。
　家計の支出構造の変化は、高齢化の進
展、インターネット・携帯電話の普及を
始めとする高度情報化の進展、国際化の

進展等、経済社会の様々な変化によるラ
イフスタイルの多様化を反映したものと
考えられます。

　家族類型別に世帯数の割合の推移を見
ると、単独世帯の割合が1980年の19.8％
から2010年には32.4％に増加しており、
さらに、2035年には37.2％まで増加する
ことが見込まれています（図表３-１-４）。
高齢者や若者など、一人暮らしの世帯が
増えることで、周囲の目から隔離されて、
消費者トラブルに巻き込まれやすくな
る、また、トラブルに巻き込まれた際に
誰にも相談できずに一人で抱え込むと
いった問題が大きくなっているものと考
えられます。

家計の消費支出構造の変化：
モノからサービスへ

世帯構造の変化：
単身世帯が増加傾向

78�）長期時系列データが取れる二人以上の世帯（農林漁家世帯を除く。）の場合。

図表３-１-２ 先進国では消費支出は経済全体の ５割超

（備考）　 １．「OECD.Stat」により作成。
　　　　 ２．国内総生産のうち家計最終消費支出が占める割合として算出（２0１２年）。
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ネット通販やカタログ通販など、自分の生活にあわせて自分の
ペースで消費行動が可能な販売形態が選択されている

消費者がこの１年間に商品・サービスを購入・利用する際に利用したこと

のある販売形態（店舗除く。）は、「インターネット通販」43.9％が最も多く、次

いで「カタログ通販」37.3％、「テレビショッピング」12.7％という結果となって

います。

第２節 消費者意識・行動の状況①

25

(図表3-2-2)過去１年間でインターネット通販を利用した人は43.9％

1.7

2.1

12.7

37.3

43.9

98.0

97.5

86.9

62.4

55.7

0.3

0.3

0.4

0.3

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

電話勧誘による販売

訪問販売

テレビショッピング

カタログ通販

インターネット通販

利用した 利用しなかった 無回答

（備考）１．消費者庁「消費者意識基本調査」（2013年度）

２．「あなたは、この１年間に、商品・サービスを利用する際、以下の販売形態を利用しましたか。」との問に対する回答。消費者は主体的な判断や消費者
主導の購買行動を望んでいる
　インターネット通販、カタログ通販を
利用した理由を聞いたところ、「営業時
間を気にせず買い物ができるから」、「品
揃えが豊富、インターネット通販、カタ

ログ通販でしか買えない商品があるか
ら」等、消費者の主体的な判断や消費者
主導の購買行動を望んでいる様子がうか
がえます。こうした消費者側からの積極
的な消費行動は、社会に積極的に関与し
ていく「消費者市民社会」の考え方にも
つながります（図表３-２-３）。

図表３-２-２ 過去 １年間でインターネット通販を利用した人は4３.9％

（備考）　 １ ． 消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）。
　　　　 2 ．「あなたは、この １ 年間に、商品・サービスを利用する際、以下の販売形態を利用しましたか。」との問に対する回答。

43.9 55.7 0.4

37.3 62.4 0.3

12.7 86.9 0.4

2.1 97.5 0.3

1.7 98.0 0.3

43.9 55.7 0.4

電話勧誘による販売

利用した 利用しなかった 無回答

訪問販売

0 100
（％）

80604020

テレビショッピング

カタログ通販

インターネット通販

（N＝6,528）

37.3 62.4 0.3

12.7 86.9 0.4

2.1 97.5 0.3

1.7 98.0 0.3

図表３-２-３ インターネット通販・カタログ通販を利用する理由

（備考）　 １ ． 消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）。
　　　　 2 ． 「インターネット通販（カタログ通販）を利用した理由として、以下のうちどれが当てはまりますか。当てはまるもの全てをお選び

ください。」との問に対する回答。

（％）
8060402010 30 50 700

品揃えが豊富、インターネット通販（カタロ
グ通販）でしか買えない商品があるから

店舗までの移動時間・交通費がかから
ないから

外出が困難なため、自宅で買い物がで
きて便利だから

様々な商品の価格や品質を比較しやす
いから

インターネット通販（N＝2,866）
カタログ通販（N＝2,432）

無回答
その他

営業時間を気にせず買い物ができるから
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以前から利用していて便利だから

店員対応がなく煩わしくないから
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商品の詳細な説明を知ることができるから
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消費者は食品の安全性、表示問題に強い関心

この１、２年間に生じた消費者問題について消費者が関心があるものは、

「食中毒事故や食品添加物の問題などの食品の安全性について」81.7％、

「偽装表示など事業者による商品やサービスに関する偽りの情報について」

66.8％等となっています。

第２節 消費者意識・行動の状況②

26

(図表3-2-6)食品の安全性、表示問題に強い関心

0.2

0.4
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21.7
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施設の瑕疵により生じる事故について

製品の欠陥により生じる事故について

交流サイト、ゲーム、ネット通販などのインターネット利用により生じるトラブル

強引な勧誘や不正な利殖商法などの悪質商法について

偽装表示など事業者による商品やサービスに関する偽りの情報について

食中毒事故や食品添加物の問題などの食品の安全性について

（%）

2008年度調査

2013年度調査

（備考）１．内閣府「消費者行政の推進に関する世論調査」（2013年度）

２．消費者問題について関心があると答えた人への「その分野の消費者問題に対して関心がありますか。この中からいくつでもあげて

ください。」との問に対する回答。

図表３-２-５ 消費者問題に関心がある人は７３.8％

（備考）　 １ ．内閣府「消費者行政の推進に関する世論調査」（20１3年度）。
　　　　 2 ． 「あなたは、この １ ，2 年くらいの間に生じた消費者問題について、関心がありますか、それともありませんか。」

との問に対する回答。

73.8 24.0 2.2

82.0 15.9 2.1

0

73.8

20 40 60 80 100
（％）

ある ない わからない

24.0 2.2

82.0 15.9 2.12008年度調査

（N＝1,781）

2013年度調査

図表３-２-６ 消費者は食品の安全性、表示問題に強い関心

（備考）　 １ ．内閣府「消費者行政の推進に関する世論調査」（20１3年度）。
　　　　 2 ． 「あなたは、この １ ，2 年くらいの間に生じた消費者問題について、関心がありますか、それともありませんか」との問に「ある」

と回答した人に対して、「どの分野の消費者問題に対して関心がありますか。この中からいくつでもあげてください。」との問に対
する回答。
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消費者庁業務についての認知度はこの１年で大きく上昇

消費者庁が取り組んでいることについて、多くの分野において、１年前に

比べ認知度が上昇しています。特に「商品等についての不当な表示の規

制」は14.8ポイント、「消費者財産被害についての情報発信」は12.4ポイント

と、認知度が大きく上昇しました。

第２節 消費者意識・行動の状況③
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(図表3-2-9)消費者庁の業務は全体的に認知度が上昇している
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消費者の生命・身体安全の情報発信

消費者の利益を守るための制度作り

食品表示ルールの整備

訪問販売等の取引の規制

商品等についての不当な表示の規制

消費者財産被害についての情報発信

（％）

2012年度調査

2013年度調査

（備考） １．消費者庁「消費者意識基本調査」（2013年度）。

２．「あなたは、消費者庁が以下のようなことに取り組んでいるいることを知っていますか。当てはまるもの全てをお選びください。」

との問に対する回答。

図表３-２-8 ２0-３0代は新聞・雑誌よりインターネットの割合が高い

（備考）　 １ ．内閣府「消費者行政の推進に関する世論調査」（20１3年度）。
　　　　 2 ． 「あなたは、消費者として重要な情報を、どのような方法で提供してほしいと思いますか。この中からいくつでもあげてください。」

との問に対する回答。（年代別）
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（％）（N＝1,781）
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図表３-２-9 消費者庁の業務は全体的に認知度が上昇している

（備考）　 １ ．消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）。
　　　　 2 ． 「あなたは、消費者庁が以下のようなことに取り組んでいることを知っていますか。当てはまるもの全てをお選びください。」と

の問に対する回答。
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2013年度の消費生活相談件数は９年ぶりに増加

全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談情報はPIO-NET

に登録されています。その動向を見ると、架空請求の多かった2004年度の

約192万件をピークに近年は減少傾向でしたが、2013年度は約92万5000件

と、９年ぶりに前年度を上回り、2009年度以降の過去４か年度を上回る水準

となっています。

前年度を６万件以上上回った要因としては、「健康食品の送り付け商法」

や「インターネット通販」に関するトラブルが増加したこと等が挙げられます。

第４章 消費者問題の動向
第１節 消費者問題の概況①

28

（図表4-1-1）2013年度の消費生活相談件数は９年ぶりに増加

（備考）１．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2014年4月30日までの登録分）。

２．2003年度以前は、国民生活センター「消費生活年報2013」。
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全国の消費生活センター等に寄せられた
消費生活相談は ９年ぶりに増加
　全国の消費生活センター等では、事業
者に対する消費者からの相談を受け付け
ており、寄せられた消費生活相談情報は
国民生活センターが運営するPIO-NET
（パイオネット：全国消費生活情報ネッ
トワーク・システム）に登録されます。
その動向を見ると、2004年度の約192万

件をピークに８年連続で減少しました
が、2013年度は約92万5,000件で、９年
ぶりに増加となり、2009年度以降の過去
４か年度の相談件数をも上回る水準とな
りました （図表４-１-１）。
　なお、2004年度のピーク時は、消費生
活相談総件数約192万件のうち、架空請
求に関する消費生活相談が約68万件と
35.2％を占めていました。その後、架空
請求に関する相談は大きく減少してお
り、2013年度は約３万8,000件となって
います。
　2013年度の相談件数が前年度を６万件

（ １）20１3年度の消費生活相談の全体的な概況

消費者問題の動向第4章
消費者問題の概況第 １節

図表４-１-１ 20１3年度の消費生活相談件数は ９年ぶりに増加

20131985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121984
0

200

4.9 8.9 13.3 15.2 15.2 16.6 16.5 17.1 19.1
21.8 23.4

27.4
35.1 40.1

41.5 46.7
54.7
1.51.5

65.6
1.71.7

87.4
7.67.6

151.0

48.348.3

192.0

67.667.6

130.4

26.726.7 111.3

17.817.8
105.1
12.512.5 95.1

9.99.9
90.2
6.16.1

89.7
2.32.3

88.4
2.12.1

86.0

4.24.2

92.5

3.83.8

（万件）

（年度）

120

140

180

160

40

60

80

100

20

架空請求
架空請求以外

（備考）　 １．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．2003年度以前は、国民生活センター「消費生活年報20１3」。

第
１
節

第
４
章

第
１
部

　消費
者
行
動
・
意
識
と
消
費
者
問
題
の
現
状

消
費
者
問
題
の
概
況

121

CW6_A5078D141_J.indd   121 2014/06/10   11:58:02

28



消費生活相談件数は「運輸・通信サービス」が最も多いが、
金額では「金融・保険サービス」が大きい

2013年度の消費生活相談を商品別に見ると、「運輸・通信サービス」が20

万件を超えて最も相談件数が多く、２番目の「金融・保険サービス」の２倍以

上と、他の商品を大きく上回っています。また、前年度と比べ「食料品」、「被

服品」等が上位に来ています。

相談１件当たりの平均既支払額ベースでは、件数の上位商品のうちで「金

融・保険サービス」が高額となっています。

第１節 消費者問題の概況②

29

ここに、Skylineグラフが作成されます。
このグラフを流用する際は、オブジェクト選択をし、
「形式を選択して貼り付け（メタファイル）」でCut＆Pasteをしてください。

（図表4-1-5）2013年度は2012年度に続き「運輸・通信サービス」の相談件数が突出しており、「金融・保険サービス」は相談件数・平均既支払額とも多い

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 16000000 18000000

相
談
件
数

各商品平均既支払額(¥)

高齢者（2012年度）

金融・保険サービス

食

料
運

輸

・

通

信

サ

ー

ビ

ス

教

養

娯

楽

品

住

居

品

他

の

役

務

工事・建

築・加工
商

品

一

般

教

養

・

娯

保

健

・

土地・建

物・設備
保

健

衛

他の相

談
被

服
レ

ン修
光車

他ク他の商品
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000

相
談
件
数

各商品平均既支払額(¥)

2012年度商品別の状況

運輸・通信サービス

教養娯楽品

レンタル・リース・貸借

食料品

運

輸

通

信

サ

ー

ビ

ス

金融・保険サービス

教

養

娯

楽

品

レ

ン

タ

ル

食

料

品

他

の

役

住

居

教

養
保

健
被

服
土地・建物・設備 工事・建築・加工 商

品
他の相 車 保

修光
教内 他0

5000

10000

15000

20000

25000

0 5000000 10000000 15000000 20000000

相
談

件
数

各商品平均既支払額(¥)

2007年高齢者の商品別状況

住居品

運輸・通信サービス

教養娯楽品

保健衛生品

食料品

金融・保険サービス

住

居

品

運

輸

通

信

サ

ー

ス

教

養

娯

楽

品

食

料

品保

健

衛

生

品

商

品

一

般

工事・

建築・

加工
他

の

役

務

保

健

・

福

土地・建

物・設備 教

養

・

被

服

品

他の相談
レ

ン
内職・副業・ねずみ講 修

光車 他0

50000

100000

150000

200000

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000

相
談

件
数

各商品平均既支払額(¥)

既支払総額

運

輸

・

通

信

サ

ー

ビ

ス

金融・保険サービ

ス

教

養

娯

楽

品

食

料
レ

ン

タ

ル

他

の

役

住

居

教

養
保

健

被

服
土地・建物・設備 工事・建築・加工 商

品
他車 保

修光
教 内 他 商 0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

‐1 ‐0.9 ‐0.8 ‐0.7 ‐0.6 ‐0.5 ‐0.4 ‐0.3 ‐0.2 ‐0.1 0

相
談

件
数

各商品平均既支払額(¥)

既支払総額

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000

相
談

件
数

各商品平均既支払額(¥)

既支払総額

金融・保険サービス

食

料

品運

輸

通

信

サ

ー

ビ

ス

教

養

娯

楽

品

住

居

品

他

の

役

務

工事・建築・加

工
商

品

一

般

教

養

・

娯

土地・建

物・設備

保

健

・

保

健

衛
他

の
被

服
レ

ン修
車

他他の商品0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000

相
談

件
数

各商品平均既支払額(¥)

既支払総額

運輸・通信サービス

金

融

保

険

サ

ー

教

養

娯

楽

レ

ン

タ
被

服
他

の
教養・娯楽サー

ビス
保

健
土 食料品 車 住工商他保

修光 ク内職 副0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000

相
談

件
数

各商品平均既支払額(¥)

既支払総額

運

輸

・

通

信

サ

ー

ビ

ス

金融・保

険サービ

ス 教

養

娯

楽

レ

ン

タ
被

服
他

の
教

養
保

健
土地・建物・設備 食車 住工事・建築・加工 商他保

修教 内0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000

相
談

件
数

各商品平均既支払額(¥)

既支払総額

運

輸

通

信

サ

ー

ビ

ス

金融・保険サービス

食

料
教

養

娯

楽

品

レ

ン

タ

ル

被

服

品

他

の

役

商

品

一

住

居

品

保

健

・

土地・建物・設備 工事・建築・加工 教

養
保

健
他車

修
光教他内職0

50000

100000

150000

200000

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000

相
談

件
数

各商品平均既支払額(¥)

既支払総額

運

輸

通

信

サ

ー

ビ

ス

金融・保険サービス

食

料教

養

娯

楽

品

レ

ン

タ

ル

被

服

品

他

の

役

商

品

一

住

居

品

保

健

・

土地・建物・設備 工事・建築・加工 教

養
保

健
他車

修
光教他内職0

50,000

100,000

150,000

200,000

（件）

（万円）

車両・乗り物

他の相談

保健衛生品

教養・娯楽サービス

保健・福祉サービス

住居品

商品一般

他の役務

被服品

食料品

教養娯楽品

レンタル・リース・貸借

修理・補修

他の行政サービス

内職・副業・

ねずみ講

管理・保管

他の商品

役務一般

教育サービス

運輸・通信サービス

車両・乗り物

保健衛生品

保健・福祉サービス

住居品

商品一般

他の役務

被服品

食料品

教養娯楽品

他の行政サービス

内職・副業・

ねずみ講

管理・保管

他の商品

役務一般

教育サービス

クリーニング

光熱水品

97.7 96.6 122.6 40.4 61.3運輸・通信サービス

2.9
食料品

2.1

金融・

保険サービス

食

料

土地・建物・設備 工事・建築・加工

他

（備考） １．PIO‐NETに登録された2013年度の消費生活相談情報（2014年4月30日までの登録分）。

２．縦軸は、商品別分類の相談件数。

３．横軸の商品別分類の幅の長さは平均既支払額を示している。

４．平均既支払額は無回答（未入力）を0と仮定して、消費者庁で算出している。

５．各商品分類項目は相談件数の多い順に並んでいる。

図表４-１-４ 20１2年度は「運輸・通信サービス」の相談件数が多いものの平均既支払額が
少なく、「金融・保険サービス」は相談件数・平均既支払額ともに多かった
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　　　　 ５．各商品分類項目は相談件数の多い順に並んでいる。

図表４-１-５ 20１3年度は20１2年度に続き「運輸・通信サービス」の相談件数が突出しており、
「金融・保険サービス」は相談件数・平均既支払額とも多い

0

50,000

100,000

150,000

200,000

（万円）

教養娯楽品
食料品

レンタル・リース・貸借

他の役務

住居品
保健・福祉サービス

被服品

商品一般
他の相談

保健衛生品

修理・補修

光熱水品
クリーニング
教育サービス

内職・副業・ねずみ講
他の行政サービス

管理・保管
他の商品
役務一般

（件）

97.72.9 2.1 122.696.6 40.4 61.3

教養・娯楽サービス

土地・建物・
設備

土地・建物・
設備 工事・建築・加工工事・建築・加工

運輸・通信サービス

車両・乗り物
金融・

保険サービス
金融・

保険サービス

（備考）　 １．PIO-NETに登録された20１3年度の消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．縦軸は、商品別分類の相談件数。
　　　　 3．横軸の商品別分類の幅の長さは平均既支払額を示している。
　　　　 4．平均既支払額は無回答（未入力）を 0と仮定して、消費者庁で算出している。
　　　　 ５．各商品分類項目は相談件数の多い順に並んでいる。

第
１
節

第
４
章

第
１
部

　消費
者
行
動
・
意
識
と
消
費
者
問
題
の
現
状

消
費
者
問
題
の
概
況

125

CW6_A5078D141_J.indd   125 2014/06/10   11:58:03

29



高齢者の消費者トラブルは更に増加

2013年度の高齢者の消費生活相談件数を、2008年度を基準に見ると５年

間で62.8％増となっており、前年度からも大幅に増加しました。高齢者人口

の伸び（13.0％増）と比較してもそれを大きく上回っており、高齢者の消費者

トラブルは2013年度に大きく増加したことが分かります。

増加の要因としては、「電話勧誘販売」に関する相談の増加、特に「健康

食品の送り付け商法」の増加が挙げられます。

第１節 消費者問題の概況③

30

（図表4-1-15）2013年度の高齢者の消費生活相談は更に増加
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（備考） １．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2014年4月30日までの登録分）及び総務省「人口推計」（各年10月1日現在のデータ）により消費者庁作成。

２．2008年度（年）＝100としたときの指数。

2008年度（年）＝100

図表４-１-１５ 20１3年度の高齢者の消費生活相談は更に増加

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）及び総務省「人口推計」
（各年１0月 １ 日現在のデータ）より消費者庁作成。

　　　　 2．2008年度（年）＝１00としたときの指数。
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図表４-１-１６ 20１3年度の高齢者の商品別消費生活相談件数は、「食料品」が最も多い結果

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された20１3年度の契約当事者が6５歳以上の消費生活相談情報（20１4年 4 月30日
までの登録分）。

　　　　 2．縦軸は、商品別分類の相談件数。
　　　　 3．横軸の商品別分類の幅の長さは平均既支払額を示している。
　　　　 4．平均既支払額は無回答（未入力）を 0と仮定して、消費者庁で算出している。
　　　　 ５．各商品分類項目は相談件数の多い順に並んでいる。
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高齢者の「電話勧誘販売」トラブルはますます大きな割合に

2013年度の消費生活相談を販売購入形態別構成比で見ると、全体では

「通信販売」、「店舗購入」がそれぞれ約3割を占めています。他方、高齢者は

時系列推移で見ると「訪問販売」が減少傾向にある一方で「電話勧誘販売」が

増加しており、2013年度は23.9％に達しています。この背景としては、電話勧

誘による「健康食品の送り付け商法」の被害が増加したことや、「劇場型勧誘」

のトラブルが依然として多いこと等が挙げられます。

第１節 消費者問題の概況④
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（図表4-1-6）高齢者のトラブルは「電話勧誘販売」の増加が目立つ

全体

（備考） １．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2014年4月10日までの登録分）。

２．2013年2月21日以降、特定商取引法改正により「訪問購入」が新設されている。
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（備考） 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2014年4月30日までの登録分）。

2 .2013年2月21日以降、特定商取引法改正により「訪問購入」が新設されている。

　2013年度の消費生活相談を販売購入形
態別構成比で見ると、全体では「通信販
売」、「店舗購入」が３割強を占めていま
す （図表４-１-６）。
　他方、このうちの高齢者について時系
列推移で見ると、「訪問販売」が減少傾
向にある一方で「電話勧誘販売」が増加
し、2013年度は23.9％と高齢者の相談の
中では最も大きな割合を占めています。
この背景としては、電話勧誘による「健
康食品の送り付け商法」の被害が増加し
たことや、「劇場型勧誘」のトラブルが
依然として多いこと等が挙げられます。
　次に、相談総件数の前年度からの増減

率に対する、販売購入形態別のそれぞれ
の寄与度を時系列で見ると、最近では「店
舗購入」の減少が続いています （図表
４-１-7）。一方、「電話勧誘販売」は増加
傾向にあり、特に2013年度は前年度から
の増加に大きく寄与しています。
　図表４-１-６で見たように、2013年度の
相談全体において、販売購入形態別では
「通信販売」が３割を超えています。第
２章で紹介した「インターネット通販」82

が増えていることも要因の一つですが、
それのみならず「テレビショッピング」
や「カタログ通販」等、他の通信販売に
関するトラブルも、高齢者、特に女性を
中心として増加傾向にあります （図表４-
１-８、 図表４-１-９）。

販売購入形態別に見ると、「通信販売」、
「店舗購入販売」がそれぞれ 3割

82�）第２章では「インターネット通販」を「商品」のみで分析したが、本来、PIO-NETの「インターネット通販」は
商品・サービス双方を含み、2013年度はサービスが７割以上を占めているが、その内訳を見ると「アダルト情報サ
イト」、「出会い系サイト」、「オンラインゲーム」といったものが上位を占める。

図表４-１-６ 高齢者のトラブルは「電話勧誘販売」の増加が目立つ
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（備考）　 １．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．20１3年 2 月2１日以降、特定商取引法改正により「訪問購入」が新設されている。
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高齢者の相談1件当たりの平均金額は高額

2013年度の相談1件当たりの平均金額は、総数では契約購入金額で約128万

円、既支払額で約54万円となっており、減少傾向にあります。一方、世代別で見

ると高齢者は65歳未満に比べ高い水準にあり、2013年度は契約購入金額で約

168万円、既支払額で約87万円となっています。2013年度に平均金額が減少した

要因は、比較的単価の低い「健康食品の送り付け商法」に関する相談が急増した

ことや、金融商品等の高額商品の相談が減少したこと等によります。

第１節 消費者問題の概況⑤
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（図表4-1-10）2013年度の消費生活相談の平均金額は減少傾向に
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（備考）PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2014年4月30日までの登録分）。

図表４-１-１0 20１3年度の消費生活相談の平均金額は減少傾向に
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　相談１件当たりの平均金額を、請求さ
れた、又は契約した金額である「契約購
入金額」と実際に既に支払った金額「既
支払額」とでそれぞれ見ると、全体、高
齢者（65歳以上）、65歳未満の全てにお

いて、2011年度から平均金額は減少傾向
にあり、2013年度の全体は１件当たり平
均契約購入金額が約128万円で、平均既
支払額は54万円となっています （図表４-
１-１0）。
　高齢者は、65歳未満と比較して平均契
約購入金額及び平均既支払額が共に高額
である傾向は変わりませんが、2013年度

20１3年度の相談 １件当たりの
平均金額は減少
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高齢者の「二次被害」は「電話勧誘販売」に関する相談が増加

原野商法や詐欺的投資勧誘など、以前に遭った被害の救済を装って勧

誘する手口である「二次被害」について、高齢者の相談件数が2010年度以

降大きく増加し、2013年度も約7,800件寄せられています。中でも販売購入

形態別での最近の特徴は、「電話勧誘販売」が大きな割合を占めるように

なってきていることです。また、「通信販売」も増加傾向にあります。一方、

「訪問販売」は、長期的に横ばいの状態です。

第１節 消費者問題の概況⑥
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（図表4-1-20）高齢者の「二次被害」は「電話勧誘販売」に関する相談が増加

（備考）１．PIO-NETに登録された契約当事者が65歳以上の「二次被害」に関する消費生活相談情報（2014年4月30日

までの登録分）。

２．2013年2月21日以降、特定商取引法改正により「訪問購入」が新設されている。
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　「二次被害」84に関する消費生活相談
は、全体では2004年度の３万5,329件か
ら2013年度は１万3,039件と、長期的には
減少傾向にあります。ただし、高齢者に
ついて見ると2010年度以降増加が目立っ
ています。2013年度にはこうした「二次
被害」に関する高齢者の相談が7,721件
寄せられており、約６割を占めています。
　「二次被害」のトラブルは、例えば、
将来の値上がりの見込みがほとんどない
ような山林や原野などの土地を、値上が
りするかのように偽って販売する手口で
契約し、土地が売れないまま数十年が経
過した、いわゆる原野商法の被害に遭っ

た消費者に対して、土地が高く売れるな
どと勧誘し、そのための測量サービスな
どの契約や、新たな土地の購入などをさ
せ、費用を請求するといったケース85が
見られます。その他、過去に未公開株や
社債、ファンド型投資商品など投資に
よって経済的損失を被っている消費者に
対して、「国の被害救済制度で過去の被
害回復が図れる」と消費生活センター等
や公的機関を思わせる名称をかたって、
支援のためという名目で手数料を求める
勧誘を行ったり86、別の投資商品を勧め
たりするケースも典型例です。
　高齢者の「二次被害」に関する相談を
販売購入形態別に見ると、以前は「訪問
販売」が大きな割合を占めていましたが、
「訪問販売」の相談件数は大きく増加し

高齢者の「二次被害」は「電話勧誘販売」に
関するトラブルが目立つ

84�）以前被害に遭った商品・サービスについて「解約してあげる」「損を取り戻してあげる」などと説明し、これま
でに遭った被害の救済を装って被害に遭った人を勧誘し、金銭を支払わせるなどの手口。
85�）国民生活センター「相談件数が過去最高に！原野商法の二次被害トラブルが再び増加－「買いたい人がいる」「高
く売れる」などのセールストークをうのみにしないこと－」（2013年 8 月 1 日公表）。
86�）国民生活センター「「国の被害救済制度で過去の投資被害の回復が図れる」という不審な勧誘にご注意！－消費
生活センターをかたり、公的機関を思わせる手続き書類を使うなど、手口が巧妙化―」（2013年 5 月 9 日公表）。

図表４-１-20 高齢者の「二次被害」は「電話勧誘販売」に関する相談が増加

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された契約当事者が6５歳以上の「二次被害」に関する消費生活相談情報（20１4年 4 月
30日までの登録分）。

　　　　 2．20１3年 2 月2１日以降、特定商取引法改正により「訪問購入」が新設されている。
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消費者安全法に基づき通知された消費者事故等は
減少しているが、重大事故等は減っていない

2009 年９月の消費者庁設置以降、消費者庁には消費者安全法等に基

づき、関係行政機関や地方公共団体等から消費者事故等に関する様々な

情報が寄せられており、消費者庁ではこれらの情報の集約・分析を行って

います。

2013年度に消費者安全法に基づき消費者庁に通知された消費者事故等

は、１万2,627件（前年度１万2,729件、0.8％減）となっており、その内訳は、

「生命身体事故等」が3,511件（前年度2,813件、24.8％増）、「財産事案」が

9,116件（前年度9,916件、8.1％減）となっています。「重大事故等を除く生

命身体事故等」が2,194件（前年度1,491件、47.1％増）となっているのは、

主に、㈱アクリフーズの冷凍食品への農薬混入事案や、給湯器のケーシン

グ変形の事案が増加したことによります。

第１節 消費者問題の概況⑦
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(図表4-1-22)消費者庁に通知された消費者事故等は1万2,627件（2013年度）
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故等の件数。

　2009年９月の消費者庁設置以降、消費
者庁には消費者安全法等に基づき、関係
行政機関や地方公共団体等から消費者事
故等に関する様々な情報が寄せられてお
り、消費者庁ではこれらの情報の集約・
分析を行っています。
　2013年度に消費者安全法に基づき消費
者庁に通知された消費者事故等は、１万
2,627件（前年度１万2,729件、0.8％減）
となっています。その内訳は、生命又は
身体被害に関する事案（以下「生命身体
事故等」という。）が3,511件（前年度2,813
件、24.8％増）、財産被害に関する事案（以
下「財産事案」という。）が9,116件（前
年度9,916件、8.1％減）となっています。
また、生命身体事故等のうち、死亡等�

の重大なもの（以下「重大事故等」とい
う。）は1,317件（前年度1,322件、0.4％減）
となっています （図表４-１-22）。

　消費者安全法に基づき2013年度に消費
者庁に通知された消費者事故等のうち、財
産事案は9,116件あり、前年度の9,916件から
8.1％減少しています。特に「金融・保険サー
ビス」及び「運輸・通信サービス」に関す
る事案が減少しています（図表４-１-23）。
　2013年度に通知された財産事案の商品
等別内訳は、商品が52.2％、サービスが
42.7％と商品に関する事案の割合が高く
なっています （図表４-１-2４）。商品では、「教
養娯楽品」が11.2％と最も多く、次いで「食
料品」が7.4％、「住居品」が7.0％となって
おり、サービスでは、「金融・保険サービス」
が11.0％と最も多く、次いで「運輸・通信
サービス」が6.5％となっています。

（ 2）消費者安全法に基づき通知された消費者事故等

消費者安全法に基づき20１3年度に
通知された消費者事故等は１万2,627件 消費者安全法に基づき20１3年度に通知された

消費者事故等のうち「財産事案」は９,１１6件

図表４-１-22 消費者庁に通知された消費者事故等は １万2,６27件（20１3年度）

（備考）　�消費者安全法に基づき、2009年 9 月消費者庁設置から20１4年 3 月3１日までに消費者庁へ通知
された消費者事故等の件数。
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過去１年間に被害・トラブルを経験した人は８．０％

過去１年間に購入した商品や利用したサービスについて何らかの被害・ト

ラブルを受けた経験がある人は8.0％です。「被害・トラブル を受けた経験が

ある人」に、それをどこかに相談したり、伝えたりしたかを聞くと、「誰にも相

談していない」と回答した女性は50.0％であったのに対し男性は同57.4％と

男性の方が高い結果となっています。

第１節 消費者問題の概況⑧
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(図表4-1-27)被害を受けた経験のある人は8.0％

8.0%

92.0%

被害を受けた

被害を受けていない

（備考） １．消費者庁「消費者意識基本調査」（2013年度）

２．「あなたがこの１年間に購入した商品、利用したサービスについてお尋ねします。この１年間に、以下の当てはまる経験をしたことは

ありますか。」との問に対して、以下の経験に１つでもあると回答した人を集計した結果。以下とは、「けが、病気をする等、安全性や衛

生に問題があった」、「機能・品質やサービスの質が期待よりかなり劣っていた」、「思っていたよりかなり高い金額を請求された」、「表

示・広告と実際の商品・サービスの内容がかなり違っていた」、「問題のある販売手口やセールストークにより契約・購入した」、「契約・

解約時のトラブルにより被害に遭った」、「詐欺によって事業者にお金を払った（又はその約束をした）」、「その他、消費者被害の経

験」。

(図表4-1-28)男性の方が誰にも被害を相談しない傾向
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（備考） １．消費者庁「消費者意識基本調査」（2013年度）により作成。

２．「この１年間の消費者被害について誰か相談しましたか」との問に対す

る回答。

(図表4-1-29)女性は身近な人に相談する傾向
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（備考）１．消費者庁「消費者意識基本調査」（2013年度）により作成。

２．「この１年間の消費者被害について誰か相談しましたか」との問に「相談した」と回答した人に対して、「相談をした相手は」との問に対する

回答。（複数回答可）

　消費者庁が2013年度に実施した「消費
者意識基本調査」によると、この１年間
に購入した商品や利用したサービスにつ
いて、何らかの消費者被害・トラブルを
受けた経験がある人は8.0％でした （図
表４-１-27）。

　この１年間に購入した商品や利用した
サービスについて、何らかの消費者被害・
トラブルを受けた経験がある人に、その
事例についてどこかに相談したり、伝え
たりしたかを聞くと、「相談した」が
43.1％、「誰にも相談していない」が
53.6％という結果でした。性別で見ると、

（ ４）消費者被害・トラブルの経験と相談の状況

商品・サービスについての消費者
被害・トラブルの経験

被害・トラブルを誰にも相談しな
かった人は半数以上

図表４-１-2８ 女性と比較して男性は誰にも被害を相談しない傾向

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）により作成。
　　　　 2．�「この １年間の消費者被害について誰かに相談しましたか」との問に対する回答。
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図表４-１-27 この １年間に消費者被害・トラブ
ルを受けた経験のある人は８.0％

（備考）　 １．消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）。
　　　　 2．�「あなたがこの １年間に購入した商品、利用したサー

ビスについてお尋ねします。この １年間に、以下に
当てはまる経験をしたことはありますか。」との問に
対して、以下の経験が １つでもあると回答した人を
集計した結果。経験とは、「けが、病気をする等、安
全性や衛生に問題があった」、「機能・品質やサービ
スの質が期待よりかなり劣っていた」、「思っていた
よりかなり高い金額を請求された」、「表示・広告と
実際の商品・サービスの内容がかなり違っていた」、
「問題のある販売手口やセールストークにより契約・
購入した」、「契約・解約時のトラブルにより被害に
遭った」、「詐欺によって事業者にお金を払った（又
はその約束をした）」、「その他、消費者被害の経験」。
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「誰にも相談していない」と回答した女
性は50.0％であったのに対し、男性は
57.4％と、男性の方が高い結果でした
（図表４-１-2８）。

　相談した相手について見ると、「商品
やサービスの提供元であるメーカー等の
事業者」や「商品・サービスの勧誘や販
売を行う販売店、代理店等」は男女とも
に割合が高い結果となり、女性は「家族、
知人、同僚等の身近な人」（59.7％）が
高く、男性は「市区町村や消費生活セン

ター等の行政機関の相談窓口」、「弁護士、
司法書士等の専門家」等が女性と比較し
て高い結果でした （図表４-１-2９）。

　相談した理由について見ると、「相談
すれば解決すると思ったから」（42.7％）
が最も多く、「どうすればよいか分から
なかったから」（25.2％）、「他の人が同
様の被害に遭わないようにしたかったか
ら」（22.8％）、「自分では解決できない
と思ったから」（20.4％）と続きます （図
表４-１-30）。

相談した相手
相談した理由

図表４-１-2９ 女性は被害を身近な人に相談する傾向

（備考）　 １．消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）により作成。
　　　　 2．�「この １年間の消費者被害について誰かに相談しましたか」との問に「相談した」と回答した人に

対して、「相談をした相手は」との問に対する回答。（複数回答可）

30.4
29.3

31.3

4.3
1.5

家
族
、
知
人
、
同
僚
等
の

身
近
な
人

市
区
町
村
や
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

等
の
行
政
機
関
の
相
談
窓
口

商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
元
で

あ
る
メ
ー
カ
ー
等
の
事
業
者

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
勧
誘
や

販
売
を
行
う
販
売
店
、
代
理
店
等

弁
護
士
、
司
法
書
士
等
の
専
門
家

消
費
者
団
体

警
察

そ
の
他

無
回
答

0

70

47.2

59.7

48.0
50.9

45.5

30.4
29.3

31.3

2.03.4 0.40.9
2.8 4.3 1.5 0.8 1.7 0

2.8 4.3 1.500.7
5.2
8.6

2.2

32.832.8

（％）

30

40

60

50

10

20

男性（N＝116） 女性（N＝134）全体

N＝250

146

CW6_A5078D141_J.indd   146 2014/06/10   11:58:10

　消費者庁が2013年度に実施した「消費
者意識基本調査」によると、この１年間
に購入した商品や利用したサービスにつ
いて、何らかの消費者被害・トラブルを
受けた経験がある人は8.0％でした （図
表４-１-27）。

　この１年間に購入した商品や利用した
サービスについて、何らかの消費者被害・
トラブルを受けた経験がある人に、その
事例についてどこかに相談したり、伝え
たりしたかを聞くと、「相談した」が
43.1％、「誰にも相談していない」が
53.6％という結果でした。性別で見ると、

（ ４）消費者被害・トラブルの経験と相談の状況

商品・サービスについての消費者
被害・トラブルの経験

被害・トラブルを誰にも相談しな
かった人は半数以上

図表４-１-2８ 女性と比較して男性は誰にも被害を相談しない傾向

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）により作成。
　　　　 2．�「この １年間の消費者被害について誰かに相談しましたか」との問に対する回答。
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図表４-１-27 この １年間に消費者被害・トラブ
ルを受けた経験のある人は８.0％

（備考）　 １．消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）。
　　　　 2．�「あなたがこの １年間に購入した商品、利用したサー

ビスについてお尋ねします。この １年間に、以下に
当てはまる経験をしたことはありますか。」との問に
対して、以下の経験が １つでもあると回答した人を
集計した結果。経験とは、「けが、病気をする等、安
全性や衛生に問題があった」、「機能・品質やサービ
スの質が期待よりかなり劣っていた」、「思っていた
よりかなり高い金額を請求された」、「表示・広告と
実際の商品・サービスの内容がかなり違っていた」、
「問題のある販売手口やセールストークにより契約・
購入した」、「契約・解約時のトラブルにより被害に
遭った」、「詐欺によって事業者にお金を払った（又
はその約束をした）」、「その他、消費者被害の経験」。
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被害・トラブルを誰にも相談しなかった理由は
「相談しても仕方がないと思った」が55.8％

相談した理由としては、「相談すれば解決すると思ったから」が42.7％、「ど

うすればよいか分からなかった」が25.2％であり、相談しなかった理由として

は「相談しても仕方ないと思った」が55.8％と最も高い結果となっています。

第１節 消費者問題の概況⑨

36

(図表4-1-30)「相談すれば解決すると思ったから」と答えた人は42.7％
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（備考） １．消費者庁「消費者意識基本調査」（2013年度）により作成。

２．「この１年間の消費者被害について誰か相談しましたか」との問に「相談した」と回答した人に対して、「相談した理由として、

以下のうちどれが当てはまりますか。当てはまるもの全てをお選びください。」との問に対する回答。（複数回答可）

(図表4-1-32)「相談しても仕方がないと思った」と答えた人は55.8％
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（備考）１． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2013年度）により作成。

２．「この１年間の消費者被害について誰か相談しましたか」との問に「誰にも相談していない」と回答した

人に対して、「相談しなかった理由として、以下のうちどれが当てはまりますか。当てはまるもの全てをお選

びください。」との問に対する回答。（複数回答可）

　相談した結果について見ると、「被害
を受けて失った金額の全部が取り戻せ
た」、又は「被害を受けて失った金額の
一部が取り戻せた」という回答が合わせ
て26.2％であり、「被害は取り戻せなかっ
たが謝罪が得られた」は7.3％でした （図
表４-１-3１）。

　「誰にも相談していない」と回答した
人に対して、更にその理由を聞くと、「相
談しても仕方ないと思った」（55.8％）、「相
談するほどの被害ではなかった」
（41.9％）、「自分にも責任があると思っ
た」（32.5％）の順に多い結果でした （図
表４-１-32）。

相談した結果 相談しても
仕方ないと思った人は約 ５割

図表４-１-30 相談した理由として「相談すれば解決すると思ったから」は４2.7％

（備考）　 １．消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）により作成。
　　　　 2．�「この １年間の消費者被害について誰かに相談しましたか」との問に「相談した」と回答した人に

対して、「相談した理由として、以下のうちどれが当てはまりますか。当てはまるもの全てをお選
びください。」との問に対する回答。（複数回答可）

相
談
す
れ
ば
解
決
す
る

と
思
っ
た
か
ら

ど
う
す
れ
ば
よ
い
か

分
か
ら
な
か
っ
た

他
の
人
が
同
様
の
被
害
に

遭
わ
な
い
よ
う
に
し
た
か
っ
た
か
ら

自
分
で
は
解
決
で
き
な
い

と
思
っ
た
か
ら

被
害
を
受
け
て
失
っ
た
金
額
等
を

取
り
戻
し
た
か
っ
た
か
ら

事
業
者
を
処
罰
し
て

ほ
し
か
っ
た
か
ら

被
害
が
大
き
か
っ
た
か
ら

無
回
答

以
前
か
ら
相
談
機
関
を
よ
く
知
っ
て

い
て
頼
り
に
な
る
と
思
っ
た
か
ら

0

45

42.742.7

25.2
22.8

20.4

11.2

6.3

2.4

22.3

1.0

（％）N＝206

15

25

20

30

40

35

5

10

第
１
節

第
４
章

第
１
部
　消費
者
行
動
・
意
識
と
消
費
者
問
題
の
現
状

消
費
者
問
題
の
概
況

147

CW6_A5078D141_J.indd   147 2014/06/10   11:58:10

図表４-１-3１ 相談した結果「被害の全部又は一部が取り戻せた」は2６.2％

（備考）　 １．消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）により作成。
　　　　 2．�「この １年間の消費者被害について誰かに相談しましたか」との問に「相談した」

と回答した人に対して、「相談した結果どうなりましたか。」との問に対する回答。

N＝206

問題が解決しなかった
37.9％

問題が解決しなかった
37.9％

無回答
28.6％
無回答
28.6％

被害を受けて失った金
額の全部が取り戻せた

23.3％

被害を受けて失った金
額の一部が取り戻せた

2.9％

被害は取り戻せなかっ
たが謝罪が得られた　

7.3％

図表４-１-32 「相談しても仕方がないと思った」は５５.８％

（備考）　 １．消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）により作成。
　　　　 2．�「この １年間の消費者被害について誰かに相談しましたか」との問に「誰にも相談していない」と

回答した人に対して、「相談しなかった理由として、以下のうちどれが当てはまりますか。当ては
まるもの全てをお選びください。」との問に対する回答。（複数回答可）
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昨年１年間の消費者被害・トラブル額は約６．０兆円と推計

2013年１年間の消費者被害・トラブル額（消費者被害・トラブルに関する商

品・サービス等への支出総額）は、約6.0兆円と推計されます。これは、GDP

の約1.2％、家計最終消費支出の約2.1％に相当します。

【参考】英国及びオーストラリアにおける消費者被害・トラブル額の対GDP比は以下のとおり

英国 ：約０．２％（＝３０．８億ポンド／１．５６兆ポンド：2012年）

オーストラリア：約１．０％（＝１４２．２億ドル／１．４７兆ドル ：2011年）

※いずれも推計方法が異なるため単純に比較できない。

• 日本国民の13人に１人が１年間に何らかの消費者被害・トラブルに遭っている

• 被害・トラブルに遭った方の平均支出額（既支払額）は約５９万円

• 国民一人当たりでは約４．７万円

• 消費生活センター等への相談率は約２．５％

• 金額的には金融商品、建築・不動産が大きいとみられる（PIO-NET情報から）

第１節 消費者問題の概況⑩

（注） １．消費者意識基本調査において、次の問に対する回答を集計した結果に基づき件数を推計している。「あ
なたがこの１年間に購入した商品、利用したサービスについてお尋ねします。この１年間に、以下に当ては
まる経験をしたことはありますか。①けが、病気をする等、安全性や衛生に問題があった、②機能・品質や
サービスの質が期待よりかなり劣っていた、③思っていたよりかなり高い金額を請求された、④表示・広告
と実際の商品・サービスの内容がかなり違っていた、⑤問題のある販売手口やセールストークにより契約・
購入した、⑥契約・解約時のトラブルにより被害に遭った、⑦詐欺によって事業者にお金を払った（又はそ
の約束をした）、⑧その他、消費者被害の経験。」

２．PIO-NETに登録された2013年の消費生活相談情報（2014年1月31日までの登録分）に基づき平均既
支払額を算出。

３．GDP、家計最終消費支出については、内閣府「四半期ＧＤＰ速報2014年１-３月１次速報値）を用いて
算出。

契約購入金額
既支払額

（信用供与含む）
既支払額

消費者被害・トラブルに関する
商品・サービス等への支出総額

約６.５兆円
（約1,067万件）

約６.０兆円
（約1,010万件）

約５.４兆円
（約977万件）

GDP（478兆2,248億円） 約１.４％ 約１.2％ 約１.１％

家計最終消費支出（285兆5,191億円） 約２.３％ 約２.１％ 約１.９％

昨年１年間の消費者被害・トラブル額は約６．０兆円と推計

2013年１年間の消費者被害・トラブル額（消費者被害・トラブルに関する商

品・サービス等への支出総額）は、約6.0兆円と推計されます。これは、GDP

の約1.2％、家計最終消費支出の約2.1％に相当します。

【参考】英国及びオーストラリアにおける消費者被害・トラブル額の対GDP比は以下のとおり

英国 ：約０．２％（＝３０．８億ポンド／１．５６兆ポンド：2012年）

オーストラリア：約１．０％（＝１４２．２億ドル／１．４７兆ドル ：2011年）

※いずれも推計方法が異なるため単純に比較できない。

• 日本国民の13人に１人が１年間に何らかの消費者被害・トラブルに遭っている

• 被害・トラブルに遭った方の平均支出額（既支払額）は約５９万円

• 国民一人当たりでは約４．７万円

• 消費生活センター等への相談率は約２．５％

• 金額的には金融商品、建築・不動産が大きいとみられる（PIO-NET情報から）

第１節 消費者問題の概況⑩

（注） １．消費者意識基本調査において、次の問に対する回答を集計した結果に基づき件数を推計している。「あ
なたがこの１年間に購入した商品、利用したサービスについてお尋ねします。この１年間に、以下に当ては
まる経験をしたことはありますか。①けが、病気をする等、安全性や衛生に問題があった、②機能・品質や
サービスの質が期待よりかなり劣っていた、③思っていたよりかなり高い金額を請求された、④表示・広告
と実際の商品・サービスの内容がかなり違っていた、⑤問題のある販売手口やセールストークにより契約・
購入した、⑥契約・解約時のトラブルにより被害に遭った、⑦詐欺によって事業者にお金を払った（又はそ
の約束をした）、⑧その他、消費者被害の経験。」

２．PIO-NETに登録された2013年の消費生活相談情報（2014年1月31日までの登録分）に基づき平均既
支払額を算出。

３．GDP、家計最終消費支出については、内閣府「四半期ＧＤＰ速報2014年１-３月１次速報値）を用いて
算出。

契約購入金額
既支払額

（信用供与含む）
既支払額

消費者被害・トラブルに関する
商品・サービス等への支出総額

約６.５兆円
（約1,067万件）

約６.０兆円
（約1,010万件）

約５.４兆円
（約977万件）

GDP（478兆2,248億円） 約１.４％ 約１.2％ 約１.１％

家計最終消費支出（285兆5,191億円） 約２.３％ 約２.１％ 約１.９％

ました。
　ここでは、「契約購入金額」「既支払額
（信用供与含む）」「既支払額」の３つの
推計値を示しています。このうち、「既
支払額」（実際に消費者が事業者に既に
支払ってしまった金額）に「信用供与」
（クレジットカード等で決済しており、
まだ支払いは発生していないがいずれ引
き落とされる金額）分を加えたものが消
費者が負担した金額の実態に近いものと
して取り扱っています。
　なお、本推計はあくまで消費者の意識
に基づくものであり、消費者被害の捉え
方が回答者により異なること、意識調査
の性格上一定の誤差95を含むものである
こと等から、少なくとも毎年の短期的な
増減を政策評価等に用いるには、必ずし
も十分な精度が期待できるものではあり
ません。ただし、今後毎年推計を実施し

ていくことにより、中長期的に見れば消
費者行政の成果を測定する上で有効な指
標となります。
　この推計から得られた約6.0兆円とい
う消費者被害・トラブル額は、国内総生
産（GDP）の約1.2％、家計支出の約2.1％
に相当する規模のものであり、また、国
民の13人に１人が１年間に何らかの消費
者被害に遭っていることになります。ま
た、平均被害・トラブル額（既支払額（信
用供与含む））は約59万円、国民一人当
たりでいうと約4.7万円という深刻なも
のとなっています。なお、具体的な被害
の内訳を本推計により示すことは困難で
すが、PIO-NET情報を併せて考えると、
１件当たりの被害・トラブル額が高額と
なる傾向のある金融商品や建築・不動産
関係の消費者被害等が相当部分を占める
ものと考えられます。

95�）標本誤差は95％の確率で約0.67％となり、既支払額（信用供与含む）ベースでの消費者被害額は約5.5～6.5兆円の
幅で示される。

図表４-１-33 消費者被害・トラブルに関する商品・サービス等への支出総額（20１3年）

契約購入金額 既支払額
（信用供与含む） 既支払額

消費者被害・トラブルに関する
商品・サービス等への支出総額

約6.５兆円
（約１,067万件）

約6.0兆円
（約１,0１0万件）

約５.4兆円
（約977万件）

GDP（478兆2,248億円） 約１.4％ 約１.2％ 約１.１％
家計最終消費支出（28５兆５,１9１億円） 約2.3％ 約2.１％ 約１.9％
（備考）　 １．�「消費者意識基本調査」において、次の問に対する回答を集計した結果に基づき件数を推計している。「あなたがこの １年間に購入し

た商品、利用したサービスについてお尋ねします。この １年間に、以下に当てはまる経験をしたことはありますか。①けが、病気を
する等、安全性や衛生に問題があった、②機能・品質やサービスの質が期待よりかなり劣っていた、③思っていたよりかなり高い金
額を請求された、④表示・広告と実際の商品・サービスの内容がかなり違っていた、⑤問題のある販売手口やセールストークにより
契約・購入した、⑥契約・解約時にトラブルにより被害に遭った、⑦詐欺によって事業者にお金を払った（又はその約束をした）、
⑧その他、消費者被害の経験。」

　　　　 2．PIO-NETに登録された20１3年の消費生活相談情報（20１4年 １ 月3１日までの登録分）に基づき平均既支払額を算出。
　　　　 3．GDP、家計最終消費支出については、内閣府「四半期GDP速報20１4年 １ - 3 月 １ 次速報値」を用いて算出。
【参考】　英国及びオーストラリアにおける消費者被害・トラブル額の対GDP比は以下の通りである。
　　　　英国　　　　　：約0.2％（＝30.8億ポンド／１.５6兆ポンド：20１2年）
　　　　オーストラリア：約１.0％（＝１42.2億ドル／１.47兆ドル：20１１年）
　　　　※　英国の消費者被害・トラブル額は「Consumer�Detriment�20１2」より。
　　　　※　オーストラリアの消費者被害・トラブル額は「Australian�consumer�survey�20１１」より。
　　　　※　GDPは「National�Accounts�Main�Aggregates�Database（UN）」より。
　　　　※　いずれも推計方法が異なるため単純に比較できない。
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生命・身体に関する事故情報は
様々なルートで消費者庁に集約される

死亡事故のような重大な消費者事故が発生した場合、被害の拡大や同

種・類似の被害の発生を防止することが必要です。このため、消費者安全

法では、重大事故等が発生した旨の情報を得た場合、関係行政機関、地

方公共団体等は、それを直ちに消費者庁に通知することとなっています。ま

た、重大事故等以外の消費者事故等が発生した旨の情報を得た場合で

あって、被害が拡大し、同種・類似の消費者事故等が発生するおそれがあ

ると認めるときにも消費者庁に通知することとなっています。

第２節 生命・身体に関する消費者事故等①

38

　「事故情報データバンク」は、生命・
身体に関する事故情報を広く収集し、事
故防止に役立てるためのデータ収集・提
供システムであり、消費者庁と国民生活
センターが連携し、関係機関の協力を得
て、2010年４月から運用しているもので
す （図表４-2-9）。
　「事故情報データバンク」には、生命
身体事故等、PIO-NET情報（「危害情報」
及び「危険情報」）、重大製品事故、さら
に、参画機関99から寄せられた生命・身
体に関する事故情報が登録され、イン
ターネット上で簡単に閲覧・検索するこ
とができます。2013年度、事故情報デー

タバンクには２万9,801件の事故情報が
登録され、このうち、消費者庁、国民生
活センターを除く事故情報データバンク
参画機関からの通知は１万3,334件と
なっています。また、2014年３月31日時
点で登録されている情報は累計で11万
2,314件となっています。
　商品やサービス、設備等により生命や
身体に危害を受けた、又はそこまでは
至っていないもののそのおそれがある
ケース等、安全に関する消費生活相談は、
消費生活センター等に寄せられる相談の
中では契約トラブル等に比べ少ないです
が、消費者行政ではそれらの情報を収集、
分析して同様の事故等が起きないよう、
注意喚起等に活用しています。その他、
危害・危険に関する情報をきっかけに、

事故情報データバンクに
収集された情報

図表４-2-9 生命・身体に関する事故情報の集約

※�生命身体事故等（重大事故等を含む。）及び重大製品事故は201３年度に通知又は報告された件数、PIO-NET情報は201３
年度に受け付け2014年4月３0日までにPIO-NETに登録された相談件数となっており、1事案が複数機関から通知され
る場合があることや事故情報データバンク登録までに一定期間を要することから、累積件数及び登録件数はそれぞ
れの件数を合計しても一致しない。

※201３年度の事故情報データバンクへのアクセス件数は、144,162件となっている。
※�消費生活用製品とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品のうち、他の法律の規定によって危害の発生及
び拡大を防止することができると認められる事故として政令で定めるもの（食品・医薬品・乗用車等）を除く。

※その他、医療機関ネットワーク参加機関からも消費者庁に事故情報が提供されている。

生命・身体に係る事故情報を登録 生命・身体に係る
相談情報を登録

報告された
重大製品事故を登録

事故情報データバンク

生命・身体に係る事故発生

2014年３月31日時点累積件数：112,314件（※）
（2013年度登録件数：29,801件）

事故情報データバンク
2014年３月31日時点累積件数：112,314件（※）

（2013年度登録件数：29,801件）

関係省庁・地方公共団体等 事業者

生命・身体に係る事故発生

国民生活センター
消費生活センター

生命・身体に係る事故情報を登録 生命・身体に係る
相談情報を登録

報告された
重大製品事故を登録

重大製品事故
の報告［941件］

（消費生活用製品※）

PIO―NET情報
［20,226件］

重大事故等の通知
［1,317件］

重大事故等を除く
生命身体事故等の
通知［2,194件］

消費者庁、国民生
活センターを除く
事故情報データバ
ンク参画機関から
の通知
［13,334件］

99�）2013年度末時点の参画機関は以下のとおり。消費者庁、国民生活センター、消費生活センター、日本司法支援セ
ンター、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、独立行政法人製品評価技術基盤機構、国土交通省、独立行政法人
日本スポーツ振興センター。
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2013年度は危害・危険情報に関する相談が増加

2013年度は消費生活相談における「危害情報」、「危険情報」とも、前年度

に比べ大きく増加しています。

この背景には、㈱カネボウ化粧品等の白斑の症状に関する相談が増えた

ことや、㈱アクリフーズの農薬混入事案をきっかけに「冷凍食品」に関する相

談が急増したことが挙げられます。

第２節 生命・身体に関する消費者事故等②

39

(図表4-2-4)2013年度は危害・危険ともに増加

5,753 6,548 7,073 8,670 8,574 8,349 8,739
11,607 10,664

13,4972,391
2,841 3,590

4,606 4,010 3,643 4,159

3,727 4,199

6,729

8,144
9,389

10,663

13,276 12,584 11,992
12,898

15,334 14,863

20,226

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

（件）

（年度）

危険

危害

（備考） １．PIO‐NETに登録された消費生活相談情報（危害・危険情報）（2014年4月30日までの登録分）。

２．国民生活センターで受け付けた「経由相談」を除いている。
図表４-2-５ 危害情報は「皮膚障害」が多い

409
423
487
1,673
167
673
1,921

5,753

410
428
539
1,817
177

2,410

6,548

767 686
1,106 1,198 922 787

924

1,032

1,981

481
522
650
1,792
256

2,686

7,073

529
679
767

2,034
256

3,299

8,670

574
600
683

2,003
254

3,262

8,574

602
690
675

1,956
182

3,322

8,349

807
706
753

1,788
196

3,702

8,739

698
625
694

3,876

614

4,176

11,607

694
685
820

2,684

382

4,367

10,664

850
727
754

3,999

324

4,862

13,497

0

（件）

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
（年度）

409
423
487
1,673
167
673
1,921

5,753

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

410
428
539
1,817
177

2,410

6,548

767 686
1,106 1,198 922 787

924

1,032

1,981

481
522
650
1,792
256

2,686

7,073

529
679
767

2,034
256

3,299

8,670

574
600
683

2,003
254

3,262

8,574

602
690
675

1,956
182

3,322

8,349

807
706
753

1,788
196

3,702

8,739

698
625
694

3,876

614

4,176

11,607

694
685
820

2,684

382

4,367

10,664

850
727
754

3,999

324

4,862

13,497

その他

呼吸器障害
消化器障害

皮膚障害
熱傷
刺傷・切傷
擦過傷・挫傷・
打撲傷

（備考）　 1．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（危害情報）（2014年4月３0日までの登録分）。
　　　　 2．国民生活センターで受け付けた「経由相談」を除いている。

図表４-2-４ 2013年度は危害・危険に関する相談ともに増加

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（危害・危険情報）（2014年4月３0日までの登録分）。
　　　　 2．国民生活センターで受け付けた「経由相談」を除いている。
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第２節 生命・身体に関する消費者事故等③

40

「冷凍調理食品」の危害・危険に関する相談が急増

2013年12月に発覚した㈱アクリフーズの冷凍食品への農薬混入事案を機

に、「冷凍調理食品」に関する消費生活相談が急増し、2013年度は4,477件

と前年度の約24倍となりました。そのうち、危害に関するものは約1,000件、

危険に関するものは約2,300件となっています。これは中国冷凍ギョウザ事

件が発生した2007年度の相談件数をはるかに超えるものとなりました。

（図表4-2-13）「冷凍調理食品」の「危害・危険」に関する相談は、2013年度に急増

138 1,06485

2,251

68 102 91
731

281 195 183 173 187

4,477

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

（件）

（年度）

その他

危険

危害

（備考） PIO‐NETに登録された「冷凍調理食品」に関する消費生活相談情報（2014年4月30日までの登録分）。

　路線バスが動き出すときや停車すると
き等に特に事故が多く起きており、60歳
以上のけがが213件（78.0％）に上って
います。
　性別で見ると女性が175件（64.1％）、
けがの内容の内訳では236件（86.4％）
が骨折によるものです。
　発生年度別に見ると、2009年度54件、
2010年度61件、2011年度59件、2012年度
82件、2013年度17件（2013年７月末まで）
となっています。
　そのうち、けがをした時のバスの状況
については「バス停から動き出すとき」
の事故が最も多く、発進時に着席しよう
とした利用者の転倒が目立ちます （図表

４-2-1４）。中には、高齢者が完全に着席
する前にバスが発車した場合も見られま
す。なお、「バス停へ停止するとき」の
事故では、停車する前に席を立ったため
に転倒したケースが目立ちます。
　走行中の事故では、急ブレーキや一旦
減速してすぐに加速した際の転倒が多く
見られ、「信号等から動き出すとき」の
事故では、赤信号等で停車している間に
座席を移動しようとした利用者が転倒し
たものが目立ちます。
　乗り降りの際にも、バランスを崩した
ことによる転倒事故が発生しており、バ
スが停まっていても油断してはならない
ことが分かります。

図表４-2-13 「冷凍調理食品」の「危害・危険」に関する相談は、2013年度に急増

（備考）　�PIO-NETに登録された「冷凍調理食品」に関する消費生活相談情報（2014年 4 月３0日までの登録分）。

0

（件）

危険
その他

危害
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68 102 91

731
281 195 183 173 187

2013
（年度）
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「健康食品の送り付け商法」は2013年度上半期がピーク

「健康食品の送り付け商法」は2012年度、2013年度に大幅な増加となって

います。月次で見ると、2013年５月に相談件数のピークを迎えており、その

後次第に減少しています。

第３節 最近の消費者問題の傾向①

41

（図表4-3-10)「健康食品の送り付け商法」に関する相談は2013年度上半期にピークを迎えている

218 284 367 437 535 491
891

1,055
1,376

2,115

3,372

4,458

5,242

5,897

5,287

4,633

2,310
2,229

1,691

861 650 575 473 464

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2012年度 2013年度

（件）

2013年12月10日
メディカルライフ

業務停止命令

2013年2月26日
かなめ堂

業務停止命令

2013年7月4日
健洋堂

業務停止命令

2013年8月27日
健美食品、ケア食品、

日本ヘルスケア
業務停止命令

（備考） PIO‐NETに登録された「健康食品」に関する消費生活相談情報（2014年4月30日までの登録分）のうち、

①「ネガティブ・オプション」、②「電話勧誘販売」でかつ「販売方法」に問題があるもの、の合計。

（図表4-3-9）2013年度の「健康食品の送り付け商法」に関する相談は、高齢者を中心に前年度の2倍に

825  969  1,176  1,058  1,106  1,330  1,727  1,993 

12,712 

26,535 

1,636  1,836  2,013  1,767  1,780  2,021  2,448  2,752 

15,599 

30,312 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

（件）

（年度）

65歳以上

65歳未満

無回答（未入力）

（備考）PIO-NETに登録された「健康食品」に関する消費生活相談情報（2014年4月30日までの登録分）のうち、

①「ネガティブ・オプション」、②「電話勧誘販売」でかつ「販売方法」に問題があるもの、の合計。

うに、「健康食品の送り付け商法」によ
るトラブルが急増したことによるものです。
　「健康食品の送り付け商法」によるト
ラブルは、2012年度より急増しています
が、2013年度に入っても引き続き多くの
相談が寄せられ、結果的に2013年度の相
談件数は2012年度の約２倍となる3万312
件となりました（図表４-３-１0）。
　これらについては、第１節でも触れた
ように、高齢者が大きな割合を占めてお
り、2012年度は81.5％、2013年度は更に
増えて87.5％と、ほとんどが高齢者に関
するトラブルとなっています。
　「以前申込みいただいた健康食品を今
から送ります」などと突然電話があり、
申し込んだ覚えがないと断ったのに強引
に健康食品を送り付けられた等という、
この商法によるトラブルでは、事業者か
ら「申し込んだのだから払え」と高圧的

に言われ、押し切られて承諾してしまう
ケースや暴言を吐かれるケース等も見ら
れます。被害の相談は70歳代、80歳代が
中心で、2013年度は80歳代が最も多く、
80歳代の人口が比較的少ないことを考慮
すれば108、高齢者の中でも特に80歳代に
深刻なトラブルが生じていることがわか
ります。
　さらに、相談件数を月別に見ると、
2012年度下半期から増加が見られるよう
になり、5,897件とピークを迎えた2013
年５月を中心に、2013年度の上半期にか
けて、約１年間相談が集中して寄せられ
ていたことが分かります。その後は月を
追うごとに減少傾向となっています（図
表４-３-１１）。
　また、相談は全国的に寄せられていま
すが、地域別では、増加が目立つように
なった2012年度の下半期は東海地方や近

図表４-３-１0 20１３年度の「健康食品の送り付け商法」に関する相談は、高齢者を中心に前年
度の 2倍に

（備考）　�PIO-NETに登録された「健康食品」に関する消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）のうち、①「ネ
ガティブ・オプション」、②「電話勧誘販売」でかつ「販売方法」に問題があるもの、の合計。

825 969 1,176 1,058 1,106 1,330 1,727 1,993
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（件）

（年度）

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000
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1,636 1,836 2,013 1,767 1,780 2,021 2,448 2,752

15,599

30,312

825 969 1,176 1,058 1,106 1,330 1,727 1,993

12,712

26,535

無回答（未入力）
65歳未満
65歳以上

108 ）総務省「人口推計」（2013年10月１日時点）によれば、70歳代の人口が約1,390万人であるのに対し、80歳代の人
口は約769万人である。
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畿地方、九州北部地方で件数が増えてい
く一方、2013年度に入ると東京都、神奈
川県、埼玉県、千葉県といった南関東地
方で顕著になる等、時期によって被害地
域にも差異が見られます。
　これらのトラブルについて、多数の事
業者に関する相談が消費生活センター等
に寄せられていますが、その中で幾つか
の事業者に対しては、消費者庁等が特定

商取引法に基づき業務停止命令の措置等
を行っています。
　そのほか、「健康食品の送り付け商法」
に関する相談の中で、代金引換配達に関
する相談が特に増加していたことから、
配送事業者の中では、トラブルが多発す
る事業者との取引を停止する等の取組が
進められています。

図表４-３-１１ 「健康食品の送り付け商法」に関する相談は20１３年度上半期にピークを迎えている

（備考）　�PIO-NETに登録された「健康食品」に関する消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）のうち、①「ネ
ガティブ・オプション」、②「電話勧誘販売」でかつ「販売方法」に問題があるもの、の合計。
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2013年２月26日
かなめ堂
業務停止命令

2013年７月４日
健洋堂
業務停止命令・指示

2013年８月27日
健美食品、ケア食品、
日本ヘルスケア
業務停止命令

2013年12月10日
メディカルライフ
業務停止命令
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＜年齢別＞

（備考） １．PIO-NETに登録された「劇場型勧誘」に関する消費生活相談情報（2014年4月30日までの登録分）。
２．「性別」「年齢別」「販売購入形態別」のグラフは、2013年度の消費生活相談を集計したもの。

＜性別＞ ＜販売購入形態別＞

（図表4-3-1-①）「劇場型勧誘」に関する相談は金融商品を中心として依然として多い

（図表4-3-1-②）高齢者や女性が電話による劇場型勧誘を受けるケースが多い
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貴金属など

未公開株

金融その他

公社債

ファンド型投資商品

（件）

男性, 
26.3%

女性, 
72.4%

団体等, 
0.1%

不明, 
0.4%

無回答

（未入

力）, 0.8%

「劇場型勧誘」の被害は依然として深刻

「劇場型勧誘」に関する相談件数は月平均1,500件以上と依然として多く、

商品別に見ると金融商品、性別では女性、年代別では高齢者、販売購入

形態別では「電話勧誘販売」がそれぞれ大きな割合を占めています。また、

最近では、事業者が大手証券会社や大手メーカー等の有名企業や公的機

関の名をかたるなどして身分を詐称した上で勧誘を行うといった事案が増

加しています。
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※劇場型勧誘とは・・・複数の業者が役回りを分担し、パンフレットを送り付けたり、電話で勧誘したりして、消費者があたかも
得をするように信じ込ませて実体不明の金融商品等を買わせる手口。

　近年、高齢者を中心に深刻な被害が生
じているのが、複数の業者が役回りを分
担し、パンフレットを送り付けたり、電
話で勧誘したりして、消費者があたかも
得をするように信じ込ませて実体不明の
金融商品等を買わせる手口である「劇場
型勧誘」であり、依然として相談が多い
状況が続いています。
　消費生活センター等に寄せられた「劇
場型勧誘」に関する消費生活相談を見る
と、2012年度以降、月によって差はある
ものの、月平均で1,500件以上の相談が
寄せられています（図表４-３-１）。
　また、2013年度における「劇場型勧誘」
に関する相談を年齢別で見ると、65歳以

上の高齢者の相談の割合が約８割となっ
ているほか、性別で見ると女性の相談の
割合が約７割となっています。このほか、
販売購入形態別で見ると、およそ４分の
３が電話勧誘によるものとなっており、
高齢者や女性が電話による劇場型勧誘を
受けるケースが多いことが分かります
（図表４-３-2）。
　さらに、最近では、事業者が大手証券
会社や大手メーカー等の有名企業や公的
機関の名をかたるなどして身分を詐称し
た上で勧誘を行うといった事案が増加し
ています（図表４-３-３）。
　なお、消費生活センター等へ寄せられ
た「劇場型勧誘」に関する相談のうち、
相談前に契約・申込みをしてしまった割
合は２割台にとどまっている一方、約７
割の人は契約・申込みをする前に相談し

劇場型勧誘の被害は
依然として深刻

最近の消費者問題の傾向第 ３節

図表４-３-１ 「劇場型勧誘」に関する相談は金融商品を中心として依然として多い
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（備考）　 １．PIO-NETに登録された「劇場型勧誘」に関する消費生活相談情報（20１4年4月30日までの登録分）。
　　　　 2．品目は商品キーワード（中位）、（下位）。
　　　　 3．�「金融その他」とは、「金融・保険サービス」のうち、「ファンド型投資商品」、「公社債」、「未公開株」

を除くもの。
　　　　 4．「貴金属など」とは、「貴金属」、「原石」、「アクセサリー」。
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ており、行政による注意喚起や報道等に
より手口が一般に浸透し、勧誘の信ぴょ
う性に疑いを持つ意識が高まっているこ
とがうかがえます（図表４-３-４）。
　こうした勧誘を受けて、少しでも怪し
いと思ったら、消費生活センター等や周
囲の人等に相談してみることが重要で
す。あわせて、身近な高齢者に、口数が
減る、買い物をあまりしなくなる、借金
を申し込んでくる等の変化が生じていな
いか、周囲の人が気を配ることが重要で
あり、高齢者の生活に不自然な点があれ

ば消費生活センター等へ相談するよう勧
めることが被害の未然防止・拡大防止に
つながります。

　近年、実際に消費者自身が現地を確認
することが難しい海外の「リゾート地」
や「農地」の「使用権」、不動産や債権
等を投資対象とする商品に関するトラブ
ルが出てきています。例えば、「カンボ

海外の土地・不動産・債権等への投資
をうたった商品に関するトラブル

図表４-３-2 高齢者や女性が電話による「劇場型勧誘」を受けるケースが多い

（備考）　PIO-NETに登録された20１3年度の「劇場型勧誘」に関する消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
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14.0%

図表４-３-３ 身分を詐称した上で行われる「劇場型勧誘」が増加している

（備考）　 １．PIO-NETに登録された「劇場型勧誘」に関する消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．内容等キーワード「身分詐称」により集計したもの。
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成人直後や就活中の大学生等を狙ったトラブルも

大学生等が消費者トラブルに巻き込まれることがあり、20歳になったばかり

の大学生をターゲットにした「投資用DVD」に関する相談が2013年度に入っ

て増加しています。

また、就職活動中の学生に「就活に役立つ」などとうたって自己啓発セミ

ナー等に強引に勧誘するトラブルも見られます。

第３節 最近の消費者問題の傾向③
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（図表4-3-11）大学生等の「投資用ＤＶＤ」に関する相談が2013年度は急増
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（備考） PIO‐NETに登録された大学生等の「投資用ＤＶＤ」に関する消費生活相談情報（2014年4月30日までの登録分）。

　大学生等が消費者トラブルに巻き込ま
れることがあり、20歳になったばかりの
大学生等109をターゲットにした「投資用
DVD」に関する相談が特に2013年度に
入って増加しています（図表４-３-１2）。「ア
ルバイト先の先輩に誘われて飲食店に
行ったら、もうかる投資用DVDがある
と言われ、勧められるまま借金をして購
入してしまった」等、大学生やその親か
ら、2013年度は2012年度の２倍を超える

相談が寄せられています（トラブルの典
型例については図表４-３-１３参照）。
　また、「ウェブサイトに中途解約可能
とあったので就活塾に申込みをしたが、
解約も返金も不可と言われた」、「就活に
有利等と同級生に誘われて、マルチ商法
の会員になり健康食品が届いたが解約し
たい」、「友人から就活に役立つ話を聞く
ことができると誘われ、自己啓発セミ
ナーの契約をしたが、クーリング・オフ
したい」等、主に就職活動を控えた、又
は就職活動中の学生に対する強引な勧誘
トラブルも見られます。

成人直後や就活中の大学生等
を狙ったトラブルも

109 ）未成年者による契約は原則として法定代理人（通常は親権者）の同意が必要であり、同意を得ないで行った契
約は民法第５条の規定により取り消すことができる。このため、未成年者契約の取消が行えなくなる20歳の誕生
日以降を狙って悪質事業者が勧誘するケースがある。

図表４-３-１2 大学生等の「投資用DVD」に関する相談が20１３年度は急増

（備考）　PIO-NETに登録された大学生等の「投資用DVD」に関する消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
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東京オリンピック開催に絡めた詐欺的投資勧誘に
関するトラブルの増加が今後予想される

「劇場型勧誘」などによる詐欺的な投資勧誘では、ニュースで話題になった

ものなどその時々の社会情勢に合わせたテーマが流行します。

2013年９月に2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催が決定したこと

を機に、その開催に絡めた詐欺的投資勧誘に関するトラブルが増加してきて

おり、2013年９月以降は168件の相談が消費生活センター等に寄せられまし

た。このようなトラブルは今後増加する可能性があり、注意が必要です。

第３節 最近の消費者問題の傾向④
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（図表4-3-13）「オリンピック開催」に関するトラブル増加が今後予想される
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（備考） PIO‐NETに登録された「オリンピック関連詐欺的トラブル」に関する消費生活相談情報（2014年4月30日までの登録分）。

消費税率引上げに関する
相談が増加
　2014年４月からの消費税率引上げに伴
い、「消費税」に関する消費生活相談が
2013年度下半期から徐々に増加していま
す（図表４-３-１5）。2012年度から2013年度
の上半期にかけては、月平均約50件前後
で推移していましたが、引上げ直前の
2014年２月には775件、３月には2,070件
寄せられ、引上げ実施以降の４月には
2,313件と、更に増加しています。
　商品別に見ると、「商品一般」に代表
される消費税率引上げ全般に関する相談

のほか、引上げ直前の３月には「賃貸ア
パート」や「月極駐車場」等、毎月継続
的に支払いが発生するようなサービスに
関する相談が寄せられていましたが、引
上げ後の４月には、そのほか「外食」、「食
料品一般（全般）」、「弁当」等、食品を
始めとする日用品に関するものも目立っ
てきています（図表４-３-１6）。
　このほか、2013年10月に開設した消費
者庁の便乗値上げ情報・相談窓口では、
2013年10月から2014年４月の間に消費者
等からの情報・相談が計3,476件寄せら
れています（詳細は第５章第１節参照）。

図表４-３-１４ 「オリンピック開催」に関するトラブル増加が今後予想される

（備考）　PIO-NETに登録された「オリンピック関連詐欺的トラブル」に関する消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
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第３節 最近の消費者問題の傾向⑤
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消費税率引上げに関する相談が増加

2014年４月の消費税率引上げ決定に伴い、2013年度の下半期から消費税に

関する消費生活相談が徐々に増加し、引上げ直前の2014年３月には2,070件

に上り、引上げ後の４月には2,313件と更に増加しています。

商品別に見ると、消費税率引上げ全般に関する相談のほか、引上げ直前の3

月には「賃貸アパート」や「月極駐車場」等、毎月支払いが生じるようなサービス

に関する相談が寄せられていましたが、引上げ後の4月にはそのほかに「外

食」、「食料品一般」、「弁当」等、食に関するものも目立ってきています。

順位 商品・サービス名 件数 順位 商品・サービス名 件数
1 商品一般 267 1 商品一般 593

2 賃貸アパート 104 2 外食 81

3 月極駐車場 94 3 賃貸アパート 58

4 スポーツ・健康教室 56 4 新聞 54

5 不動産貸借サービス 49 5 食料品一般（全般） 49

6 墓 48 6 月極駐車場 47

7 教室・講座（全般） 38 7 理髪サービス 41

スポーツ施設利用 35 8 不動産貸借サービス 37

新築工事 35 9 弁当 33

10 修理サービス 32 10 スポーツ・健康教室 31

2014年3月 2014年4月

8

（図表4-3-15）消費税率引上げ前後では相談が寄せられる件数が多い商品・サービスが異なる

（備考）１．PIO-NETに登録された「消費税」に関する消費生活相談情報（2014年5月20日までの登録分）。

２．品目は、商品キーワード（下位）。

３．「商品一般」には主に消費税率引上げ全般に関する相談など。

４．「食料品一般（全般）」とは、食料品であることが明確であるが、具体的な食料品名を特定できない、ある

いは特定する必要がないもの。

（図表4-3-14）「消費税」に関する相談は消費税率引上げ前後に急増
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（備考） PIO‐NETに登録された「消費税」に関する消費生活相談情報（2014年5月20日までの登録分）。

図表４-３-１6 消費税率引上げ前後では相談が寄せられる件数が多い商品・サービスが異なる

（備考）　 １ . PIO-NETに登録された「消費税」に関する消費生活相談情報（20１4年 5 月20日までの登録分）。
　　　　 2．品目は商品キーワード（下位）。
　　　　 3 . 「商品一般」は主に消費税率引上げ全般に関する相談など。
　　　　 4．�「食料品一般（全般）」とは、食料品であることが明確であるが、具体的な食料品名を特定できない、

あるいは特定する必要がないもの。

20１4年 3 月 20１4年 4 月
商品・サービス名 件数 商品・サービス名 件数

１ 商品一般 26７ 商品一般 593
2 賃貸アパート １04 外食 8１
3 月極駐車場 94 賃貸アパート 58
4 スポーツ・健康教室 56 新聞 54
5 不動産貸借サービス 49 食料品一般（全般） 49
6 墓 48 月極駐車場 4７
７ 教室・講座（全般） 38 理髪サービス 4１
8 スポーツ施設利用

35
不動産貸借サービス 3７

9 新築工事 弁当 33
１0 修理サービス 32 スポーツ・健康教室 3１

図表４-３-１5 消費税に関する相談は消費税引上げ前後に急増

（備考）　PIO-NETに登録された「消費税」に関する消費生活相談情報（20１4年 5 月20日までの登録分）。
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図表４-３-１6 消費税率引上げ前後では相談が寄せられる件数が多い商品・サービスが異なる

（備考）　 １ . PIO-NETに登録された「消費税」に関する消費生活相談情報（20１4年 5 月20日までの登録分）。
　　　　 2．品目は商品キーワード（下位）。
　　　　 3 . 「商品一般」は主に消費税率引上げ全般に関する相談など。
　　　　 4．�「食料品一般（全般）」とは、食料品であることが明確であるが、具体的な食料品名を特定できない、

あるいは特定する必要がないもの。

20１4年 3 月 20１4年 4 月
商品・サービス名 件数 商品・サービス名 件数

１ 商品一般 26７ 商品一般 593
2 賃貸アパート １04 外食 8１
3 月極駐車場 94 賃貸アパート 58
4 スポーツ・健康教室 56 新聞 54
5 不動産貸借サービス 49 食料品一般（全般） 49
6 墓 48 月極駐車場 4７
７ 教室・講座（全般） 38 理髪サービス 4１
8 スポーツ施設利用

35
不動産貸借サービス 3７

9 新築工事 弁当 33
１0 修理サービス 32 スポーツ・健康教室 3１

図表４-３-１5 消費税に関する相談は消費税引上げ前後に急増

（備考）　PIO-NETに登録された「消費税」に関する消費生活相談情報（20１4年 5 月20日までの登録分）。
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消費者政策の主な展開

消費者庁設置以降、消費者行政の枠組みは拡充が図られており、こうした枠組

みを活用して、消費者庁を始め関係府省庁で様々な消費者政策を行っていま

す。詳細は第２部で政策分野ごとに解説していますが、ここでは、2013年度１年間

を中心に、最近の消費者政策の主な進展について取り上げています。

第５章 消費者政策の展開
第１節 消費者政策の主な展開

○消費者政策の推進
・「消費者安心戦略」を策定（2013年８月）
・消費者政策に関する初の法定白書である「平成25年版消費者白書」を公表

（2013年６月）
○生命・身体に影響する消費者事故への対応

・消費者安全調査委員会（2012年10月設置）において生命身体事故等の調
査・評価を実施

○悪質な事業者等による経済的な被害への対応
・消費者安全法改正（2012年８月）により「隙間事案」への行政措置の
仕組みを導入（2013年４月施行）

・消費者裁判手続特例法（2013年12月成立）施行に向けた検討
・景品表示法等改正等法が成立（2014年６月）
・高齢消費者への悪質電話対策のモデル事業を実施（2013年９月～）
・景品表示法の課徴金制度について検討

○地方消費者行政の充実・強化
・地方消費者行政活性化基金により消費生活センターの設置、消費生活相談
員の配置・養成、消費者教育・啓発等を支援

・2014年度当初予算において同基金を37億円上積み
・相談員資格の法的位置付けの明確化（景品表示法等改正等法による消費
者安全法改正）

○消費者教育の推進
・消費者教育推進法（2012年８月成立）に基づき、消費者教育推進会議を設
置、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」を策定（2013年６月）

○公共料金の適正化
・電気料金値上げ認可申請に関する意見交換会を開催

○消費税率引上げへの対応
・生活関連物資の価格動向の調査により便乗値上げを牽制
・消費税転嫁対策特別措置法（2013年６月成立）に基づき転嫁対策を実施

※その他、食品関連の問題（食品表示の一元化、食と放射能等）にも対応（詳細は第１章

参照）
46
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第２節 高齢者・障害者の見守り①

高齢者・障害者の見守りは重要課題

高齢者、障害者等の消費生活相談件数は近年増加傾向にあり、2013年

度は高齢者に関する相談が約26万7,000件、障害者等（認知症高齢者、障

害のある人等）については約2万2,000件寄せられています。高齢者・障害

者等が消費者被害に巻き込まれないよう見守りを強化することは重要課題

です。
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（備考） PIO-NETに登録された契約当事者が65歳以上の消費生活相談情報（2014年４月30日までの登録分）。

66.1%

（図表5‐2‐1）「高齢者」に関する相談は増加傾向
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（図表5‐2‐3）「障害者等」に関する相談は増加傾向

（備考） 1.PIO-NETに登録された「障害者等」の消費生活相談情報（2014年４月30日までの登録分）。

2.「障害者等」の相談とは、「心身障害者関連」または「判断不十分者契約」に関する相談（認知症高齢者と一部重複）。

68.4%

　第４章でも高齢者の消費者トラブルに
ついて述べましたが、消費生活センター
等への相談件数の推移を具体的に見てい
くと、2008年度以降年々増加傾向にあり、
特に2013年度は前年度の21万4,317件を
５万件以上上回る26万6,976件の相談が
寄せられました （図表５-２-１）。
　また、相談者が契約者本人かどうかに
分けてみると、本人の割合が2004年度は
66.1％でしたが、2013年度には74.6％となっ
ており、最近では自ら相談するという行動
が増加しています。これは、深刻化する高
齢者の消費者トラブルに対して、様々な機
関が消費者に対して情報提供、注意喚起

を行ってきたことにより、消費者にも認知
されてきた結果、トラブルに遭った際、自
身で早めに消費生活センター等へ相談す
るという行為につながっているものとも考
えられます（詳細は、図表4-１-１8、4-１-１9
参照）。
　さらに、2013年度の相談をそのトラブ
ルの当事者本人が相談しているかどうか
について、年代別に見ていくと、未成年
者、高齢者では他の世代と異なり、本人
の割合が小さくなっています （図表５-２-
２）。成人の中では、30歳代から60歳代ま
では本人からの相談が約９割とほとんど
が本人からの相談となっていますが、70
歳以上になると、年代が上がるにつれ本
人の割合が小さくなっていきます。
　消費生活センター等が相談を受ける中

高齢者・障害者に関する相談は増加

高齢者・障害者の見守り第 ２節

図表５-２-１ 「高齢者」に関する相談は増加傾向

（備考）　PIO-NETに登録された契約当事者が65歳以上の消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
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図表５-２-３ 「障害者等」に関する相談は増加傾向

（備考）　 1．PIO-NETに登録された「障害者等」の消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．�「障害者等」の相談とは、「心身障害者関連」または「判断不十分者契約」に関する相談（認知症高齢者

と一部重複）。
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図表５-２-4 ２0１３年度の「障害者等」の相談は「訪問販売」が「店舗購入」とともに大きい

（備考）　 1．PIO-NETに登録された2013年度の「障害者等」の消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．�「障害者等」の相談とは、「心身障害者関連」または「判断不十分者契約」に関する相談（認知症高齢

者と一部重複）。
　　　　 3．品目は商品キーワード（下位）。
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商品・サービス名 件数順位
1 新聞 956
2 修理サービス 149
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4 ファンド型投資商品 138
5 浄水器 121
6 ふとん 120
7 塗装工事 104
8 健康食品（全般） 100
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10 光ファイバー 97
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第２節 高齢者・障害者の見守り②

高齢消費者への悪質電話対策のモデル事業

消費者庁では、高齢者の消費者被害防止に向けて、2013年度に高齢者を対

象とした定期的な電話による見守りや悪質な電話勧誘の通話録音等を行うモデ

ル事業を実施し、地方公共団体向けに対策実施の手引を作成しました。

利用者アンケートから、①電話による見守りによって約95％の方が安心感につ

ながった、②「録音します」という警告メッセージを流す機能のある通話録音装置

を設置した世帯では悪質な電話勧誘が大幅に減少した、という結果が得られま

した。

48

（図表5-2-7）通話録音装置に事前警告機能があると、不審な電話の件数の減少に大きく寄与
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制の強化が不可欠です。

　第４章第１節でも見たように、高齢者
の消費者トラブルにおいて、近年「電話
勧誘販売」の相談件数が増加傾向にあり
ます。そこで、消費者庁では、高齢消費
者を悪質な電話勧誘から守るための新し
い被害防止対策として、①高齢者に定期
的に電話を架けて問合せや注意喚起（「電
話見守り」）をする、②「通話録音装置」
を設置し通話を録音するなどして被害の
抑止を図る、③「自動着信拒否装置」を
設置して悪質商法等に用いられた電話番
号からの着信を自動で拒否するという３
つの対策を採り上げて地方公共団体向け
に手引を作成し、全国の同様の取組の改
善・高度化を促して、被害の防止を図っ

ています。

①�高齢消費者の二次被害防止モデ
ル事業の実施

　消費者庁では、地方公共団体と連携し
て、電話をきっかけとした消費者トラブ
ル抑止を図る「高齢消費者の二次被害防
止モデル事業」を2013年９月末から2014
年２月末までの約５か月間実施しました。
　同モデル事業では、岩手県、千葉県、
大分県の市町村（５地域）を対象とし、
①高齢者522世帯に定期的に電話を架け
て問合せや注意喚起を行うことを内容と
する電話による見守りを行うとともに、
②そのうち、協力いただける238世帯に
定期的な電話見守りに加えて通話録音装
置を設置し、不審な電話の録音データが
取れた場合は、訪問してそのデータのみ
回収し、高齢消費者の相談・あっせん対
応や事業者の手口公表・行政処分等への

高齢者の悪質電話対策のモデル事
業の実施

図表５-２-５ 「高齢消費者の二次被害防止モデル事業」の対象世帯数と実績件数

対象世帯数�と�実績件数 岩手県
盛岡広域

千葉県
千葉市

千葉県
旭市

大分県
杵築市

大分県
日出町 合計

電話見守り実施�世帯数 33 115 99 18 257 522
通話録音装置設置�世帯数 26  85 77 18  32 238
被害を受けた件数  0   0  0  0 0（2）※ 0（2）※

悪質な電話を受けた件数  9   6  8  2  47  72
録音データ取得件数  6   0  0  0   4  10
（備考）�対象世帯数と実施期間に限りがあるが、悪質な電話勧誘をきっかけとする被害は発生していない。一方で、訪問をきっかけとする被害は

2件発生。

図表５-２-6 「電話見守り」と通話録音装置のイメージ
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　登録されていない電話番号は、着信を
拒否したい場合と許可したい場合に、自
分で設定が可能です。各地の警察から提
供される電話番号や、他の利用者から通
報された迷惑・犯行電話番号を基に、情
報が毎日更新され、新しい番号から架
かってくる迷惑電話を拒否できることが
期待されます。

③�「高齢消費者の悪質電話勧誘か
らの被害防止対策の導入の手
引」の作成

　「高齢消費者の悪質電話勧誘からの被
害防止対策の導入の手引」は、消費者庁
のモデル事業の５地域、先駆的プログラ
ムに取り組んだ８地域の事例に加え、別
途実施されている先進７事例の合計20事
例を調査し、分析・検証して取りまとめ
ました （図表５-２-9）。
　消費者庁では、全国で実施される①「電
話見守り」、②「通話録音装置の導入」、
③「自動着信拒否装置の導入」の取組に
ついて改善・高度化を促し、高齢者の消
費者被害の防止を図るため、地方公共団
体に手引を配布し、普及を図っています。

図表５-２-8 自動着信拒否装置のイメージ

迷惑電話の
場合 迷惑・犯行電話を自動で判別

許可された
電話の場合

赤点滅

青点灯

黄点灯登録されて
いない場合

自動着信拒否機器のイメージ
対象の高齢者世帯

迷惑・犯行電
話の情報は、
PHS網等を
通じて管理
サーバーに蓄
積し、各機器
が共有
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活用を図りました （図表５-２-５、 ５-２-6）。
　通話録音装置には、録音すると事前に
警告メッセージを流す機能の有無、録音
の開始の自動と手動の別などの違いがあ
ります。事前警告機能があると、悪質な
電話そのものが約10分の１に減少し、事
後のアンケート調査では約96％の利用者
が安心できたと回答するなど、悪質な電
話自体を防止する効果が見られました
（図表５-２-７）。
　また、事前警告機能がなく、自動録音
する装置でのみ、10件の録音データを取
得できました。事業目的によって、事前
警告機能の有無や、自動録音機能を選択
する必要があることが分かりました。
　今後、各地の取組で、悪質な電話勧誘
の通話録音データを取得できた際には、
PIO-NETの相談情報の中に録音データ
があることを入力し、相談・あっせん、
手口の公表、法執行等への活用を図りま
す。
　また、事業効果を調べるため、2014年

２月、消費者庁のモデル事業対象者にア
ンケート調査を実施（522人中421人が回
答、回答率80.7％）したところ、電話見
守りは約８割、通話録音装置は約７割が
継続を希望すると回答し、高い満足度が
うかがえました（コラム12参照）。

②自動着信拒否装置の設置
　また、地方消費者行政活性化基金の先
駆的プログラム「悪質事業者による消費
者被害の防止の強化」により、電話によ
る見守りや通話録音装置の設置だけでな
く、自動着信拒否装置の設置など、地方
公共団体が主体的に行う施策を８地域で
支援しました （図表５-２-8）。
　自動着信拒否装置は、民間事業者が提
供するサービスで、悪質商法等の犯行に
使用された電話番号がデータベース化さ
れ、装置が自動判別して着信の通知を変
えることで、利用者個人が知らない迷惑
電話番号も含め、着信を拒否することが
できます。

図表５-２-７ 通話録音装置に事前警告機能があると、不審な電話の件数の減少に大きく寄与

変わらない 増えた減ったなくなった

100806040200
（％）

電話のみ（n＝69）

警告無（n＝11）

警告有・手動録音（n＝19）

警告有・自動録音（n＝132）

全体平均（n＝231）

47.447.4

61.461.4

48.548.5

36.836.8

23.523.5

27.327.3

15.815.8

15.215.2

19.919.9 4.34.3

18.2

29.0

45.5

29.0

9.1

31.9

27.3

10.1

18.2

29.0

45.5

29.0

9.1

31.9

27.3

10.1

18.2

29.0

45.5

29.0

9.1

31.9

27.3

10.1

（備考）　消費者庁「「高齢消費者の二次被害防止モデル事業」対象者へのアンケート調査」（2014年）。
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第３節 消費者教育の推進

「消費者教育の推進に関する基本的な方針」の決定を受け、
消費者教育の更なる推進に向けて課題検討を実施

消費者教育推進法第９条に基づいて定められた「消費者教育の推進に

関する基本的な方針」が2013年６月28日に閣議決定されました。同方針の

別紙に掲げた「今後検討すべき課題」について、消費者教育推進会議に

置かれた３つの小委員会（消費者市民育成小委員会、情報利用促進小委

員会、地域連携推進小委員会）が検討を行っており、 2015年2月に全ての

課題について検討結果が取りまとめられる予定です。

例えば、消費者市民育成小委員会では、消費者自らが主体的に問題を

解決するのに有効な消費者教育プログラムを作成・普及させるため、消費

者教育の実践事例の収集・整理や有効活用する方法を検討しています。ま

た、地域連携推進小委員会では、消費生活センターを消費者教育の拠点

とするための具体的な方法を検討しています。

消費者教育の実践事例
消費生活センターの

消費者教育の拠点化例

‐エコチケット（環境通貨）を使った
循環型エコ活動 ‐

埼玉県川口市立戸塚南小学校
神戸消費者教育センター

児童がエコ活動をすることでエコチケット
を手に入れることができる仕組みを構築。
また、チケットを利用することができるエコ
マーケットを当初教師の呼び掛けで開催し
ていたが、現在は児童主体で企画・開催。

児童たちが主体的に行動し、問題解決す
ることを通じて、消費者・事業者それぞれ
が環境保護において果たすべき役割を理
解する。

神戸市生活情報センター内に悪質商法
や製品事故情報、消費者教育の教材など
を集めた「神戸消費者教育センター」を
2012年7月23日にオープン。

テーマごとの多様な展示のほか、大型モ
ニターや電子看板で最新の消費生活情報
を映像で観ることができ、消費者が実践的
な学習の場として利用することが可能。見
学者の案内や、ミニ講座も開催。
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諸外国の消費者政策体制は大きく３つに類型される

諸外国の消費者政策体制は、各国における消費者問題の相違、食の安

全に関する各国の経験の相違等、様々な要因を背景に異なる特徴を有し

ていますが、大きく３つに類型されます。

第４節 諸外国の消費者政策体制及び国際的連携
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　消費者問題の国際的な広がりに伴い、
諸外国の消費者政策の動向を十分に把握
することが一層重要となってきていま

す。諸外国の消費者政策体制は、各国に
おける消費者問題の相違、食の安全に関
する各国の経験の相違等、様々な要因を
背景に異なる特徴を有していますが124、
下記のように大きく３つに類型されます
（図表5-4-1）。

諸外国の消費者政策体制の類型

124�）消費者庁「海外主要国における消費者政策体制等に係る総合的調査」（2012年度）。

図表5-4-1 諸外国の消費者政策体制

（備考）　�「第 ５回消費者行政推進会議」（2008年 ４ 月）の資料を基に、201４年 ４ 月～ ５月に消費者庁にてウェブサイトの情報や各国担当者への確認
を行い、取りまとめた。

事業者

中央省庁
（企画立案）

（法執行）

フランス型 英米型 北欧型

中央省庁
―消費者政策

事業者

中央省庁
もしくは
独立委員会

―消費者政策
―競争政策

中央省庁
もしくは
独立委員会

―消費者政策

中央省庁等
―製品安全

中央省庁等
―食品安全

事業者

中央省庁
もしくは
独立委員会

―競争政策

中央省庁
―消費者政策

中央省庁
―競争政策

中央省庁等
―製品安全

中央省庁等
―食品安全

特定の中央省庁が消費者
政策の企画立案及び法執
行を担当。

中央省庁もしくは独立委員会が
消費者政策と競争政策を担当。

（注）アメリカ、イギリス、韓国、イタ
リアなど。

　　　アメリカの連邦取引委員会では、
消費者保護（詐欺・欺まん的行為
等の取締り）や市場競争性の担保
（市場競争を阻むような企業合併
等、市場における不公正な取引の
取締り）を主に行っている。

　　　韓国では、消費者政策・競争政策
を担当する公正取引委員会・消費
者院が製品安全及び食品安全・表
示についても一部担当している。

（注）フランスなど。 （注）スウェーデン、ノルウェーなど。
スウェーデンでは、消費者政策を担当する法務省・
消費者庁が製品安全についても担当している。

消費者政策を担当する中央省庁もしくは独
立委員会と、競争政策を担当する中央省庁
もしくは独立委員会が並存。

※食品表示に係る政策は、消費者政策統括部署又は食品安全関係統括部署が担当する等、各国で多様な形態が
あり、一概にいえない。
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第２部 消費者政策の実施状況

第１章 消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援
第１節 消費者の安全・安心の確保

１．迅速・的確な情報の収集・発信の体制整備
２．事故情報の分析・原因究明
３．食の安全・安心の確保
４．消費者の安全・安心の確保のためのその他の施策

第２節 消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保

１．消費者取引の適正化を図るための施策
２．表示・規格・計量の適正化を図るための施策
３．物価・公共料金等の適正化のための施策

第３節 消費者に対する啓発活動の推進と消費生活に関する教育の充実

１．消費者教育の体系的・総合的な推進
２．学校における消費者教育の推進・支援
３．地域における消費者教育の推進・支援
４．消費者に対する普及啓発・情報提供

第４節 消費者の意見の消費者政策への反映と透明性の確保
第５節 消費者の被害等の救済と消費者の苦情処理・紛争解決の促進

１．消費者被害の救済のための制度の創設
２．裁判外紛争処理手続 (ADR)を行う機関等との連携

第２章 地方公共団体、消費者団体等との連携・協働と消費者政策の
実効性の確保・向上

第１節 地方公共団体への支援・連携
第２節 消費者団体等との連携
第３節 事業者や事業者団体による自主的な取組の促進
第４節 行政組織体制の充実・強化

第３章 経済社会の発展等の環境変化への対応
第１節 環境に配慮した消費行動と事業活動の推進
第２節 高度情報通信社会の進展への的確な対応
第３節 国際化の進展への対応
第４節 東日本大震災に係る消費者のための取組

第２部では、平成25年度に実施した関係府省も含めた施策の実績について

記述しています。
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東北未来がんばっぺ大使の活動

東京電力福島第一原子力発電所の事故による食品の風評被害を防止するため、生産者による安全性

確保や復興を目指した取組等を消費者の皆さんに広く知っていただく活動を行うことを目的とし

て、2013年９月12日、消費者庁は女優の秋吉久美子さんを「東北未来がんばっぺ大使」として任命

しました。秋吉さんは福島県いわき市で育った日本を代表する女優であり、東日本大震災発生後、

頻繁に被災地を訪れて復興支援活動に取り組んでいらっしゃいます。

大使として、同年11月に開催された「ふくしまオーガニックフェスタ2013 in郡山」のシンポジウ

ムに特別ゲストとして参加し、有機農業やレストランの経営者と意見交換したほか、同年12月には

大津波で被災した宮城県亘理町のいちご団地を訪問し、２年ぶりに再開された栽培の様子を見学す

るとともに、生産者と対談を行いました。また、本年１月には宮城県産の有機農産物の信頼回復を

図るために行われた女性同士の交流会に参加し、生産者・消費者双方と交流を行いました。

2014年度においても引き続き東北各地で精力的な活動をされる予定の秋吉さんよりメッセージを頂

きました。

生産者の皆さんは今、原発事故で失われた信頼の回復のために

大変な努力をなさっています。私は、福島が故郷だからというだ

けではなく、日本中の皆さんが被災地を応援することが大切だと

考え、そのために「被災地のいま」を伝えたくて大使をお引き受

けいたしました。これまでの活動で現地の方たちと直接顔を合わ

せ、言葉を交わすことで、生産者の方々が今も努力を続けてい

らっしゃることを改めて理解しました。前向きに取り組んでいる

方々のお心をきちんと承って、これからも何かチャンスがあるご

とにたくさんの方々に伝えていきたいと思っています。

被災地の農林水産物は放射性物質の検査を受けており、基準値

を下回っているもののみが出荷されています。消費者の皆さんに

は商品を選ぶ権利がありますが、ぜひ生産者の方々の努力を知っ

ていただき、産地はもちろんのこと、数値（検査結果）を踏まえ

て選んでいただきたいです。そのためには、私たち一人一人が消

費者として日頃から情報を収集したり、勉強することが大切だと

思います。

日本中で東北の農家の方々を支えていきましょう。

コラム

１４のコラム欄を設け、話題性のある事項を掘り下げて記述しています。

秋吉久美子さん
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